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一
六
四
八
年
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
関
す
る
一
試
論

｜

オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
条
約
の
解
釈
と
そ
の
歴
史
的
意
義
を
め
ぐ
っ
て
｜

山

本

文

彦

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、一
六
四
八
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
を
検
討
す
る
作
業
の
一
つ
と
し
て
、

オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
条
約
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
は
「
ウ
ェ

ス
ト
フ
ァ
リ
ア
神
話
」
と
呼
ば
れ
る
近
代
国
際
法
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
関
係
に
関
す
る
伝
統
的
評
価
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
わ
が
国
で
も
明
石
欽
司
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
こ
の
伝
統
的
評
価
が
必
ず
し
も
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
実

態
に
沿
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

１
）

い
る
。
ま
た
、
Ｂ
・
テ
シ
ィ
ケ
は
二
〇
〇
三
年
に
刊
行
し
た
著
書
で
、
独
自
の
マ

ル
ク
ス
主
義
史
観
か
ら
こ
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
神
話
を
全
面
的
に
批
判
し
て
大
き
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
、
同
書
は
二
〇
〇
八
年
に
わ

― ―135

北大文学研究科紀要 139 (2013)



が
国
で
も
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て

２
）

い
る
。

一
方
、
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
歴
史
的
意
義
に
関
し
て
は
、
同
条
約
を
「
帝
国
の
死
亡
診
断
書
」
と
す
る

伝
統
的
評
価
が
あ
る
。
こ
の
評
価
に
対
し
て
は
、
近
世
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
史
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
な
が
ら

も
、
現
在
も
ま
だ
わ
が
国
の
一
部
の
概
説
書
等
で
は
伝
統
的
な
評
価
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約

に
つ
い
て
は
、
一
九
九
八
年
の
締
結
三
五
〇
年
の
記
念
年
前
後
に
、
欧
米
で
は
数
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
一
方
、
わ
が
国
に
お
い

て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
前
述
し
た
明
石
氏
の
浩
瀚
な
著
書
の
他
に
は
伊
藤
宏
二
氏
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
で

３
）

あ
る
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
研
究
状
況
を
鑑
み
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る
た

め
の
一
つ
の
作
業
と
し
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
（
以
下
帝
国
）
国
制
を
対
象
と
し
た
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
条
約
の
内
容
を
中
心
に
検
討
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
伝
統
的
評
価
を
条
文
の
考
察
か
ら
再
検
討
し
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
歴
史
的
意

義
を
検
討
す
る
一
助
と
し
た
い
。

一

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
研
究
史
概
観

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
条
文
を
検
討
す
る
前
に
、
先
に
述
べ
た
伝
統
的
評
価
に
関
連
す
る
範
囲
で
、
主
に
Ａ
・
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン

の
研
究
に
依
拠
し
て
一
六
四
八
年
以
降
の
研
究
史
を
概
観
し
て
お

４
）

こ
う
。

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
同
時
代
に
お
い
て
は
、
長
い
間
待
ち
焦
が
れ
た
平
和
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ

て
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
図
版
資
料
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で

５
）

き
る
。
一
七
〜
一
八
世
紀
の
帝
国
国
法
学
者
た
ち
は
、
ヴ
ェ

一
六
四
八
年
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
関
す
る
一
試
論
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ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
帝
国
国
制
の
最
も
重
要
な
文
書
と
み
な
し
て
い
た
。
ま
ず
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条

約
締
結
二
〇
年
後
の
一
六
六
八
年
に
、
Ｐ
・
Ａ
・
ブ
ル
ゴ
ル
ド
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
詳
細
な
解
説
書
を
公
刊
し
、
一
六
九
四

年
に
は
Ｇ
・
Ｆ
・
ブ
ッ
キ
シ
ュ
が
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
一
七
条
の
内
の
七
つ
の
条
文
の
内
容
を
歴
史
的
・
法
的
に
詳
細
に
検
討
し
た
。
一
八
世
紀
で

は
、
一
七
三
六
／
三
七
年
の
Ｎ
・
Ｈ
・
グ
ン
ト
リ
ン
グ
、
一
七
七
六
年
の
Ｊ
・
Ｊ
・
モ
ー
ザ
ー
お
よ
び
一
七
九
五
年
の
Ｊ
・
Ｓ
・
ピ
ュ
ッ

タ
ー
の
著
作
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
ピ
ュ
ッ
タ
ー
の
著
作『
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
精
神
』は
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー

レ
ン
条
約
を
「
一
般
的
規
定
」（
補
償
規
定
な
ど
）
と
「
個
別
規
定
」（
平
和
規
定
な
ど
）
の
二
つ
に
分
け
て
体
系
的
に
叙
述
し
て
い
る
。

帝
国
が
滅
亡
す
る
二
年
前
の
一
八
〇
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
Ｒ
・
Ｃ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ン
ケ
ン
ベ
ル
ク
の
著
作
が
、
最
後
の
帝
国
国
法
学
者
に

よ
る
著
作
で
あ
る
。

一
八
〇
六
年
の
帝
国
の
滅
亡
に
よ
っ
て
、
帝
国
国
法
学
に
よ
る
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
研
究
は
終
わ
り
、
い
わ
ば
歴
史
的
な
研

究
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
〇
六
年
以
降
最
初
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
関
連
の
著
作
は
、
一
八
〇
八
／
〇
九
年

に
公
刊
さ
れ
た
Ｋ
・
Ｌ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ォ
ル
ト
マ
ン
の
『
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
歴
史
』
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
ト
マ
ン
は
、
ヴ
ェ
ス

ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ド
イ
ツ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
世
紀
の

国
民
運
動
・
国
民
国
家
思
想
の
中
で
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
評
価
は
一
変
し
、
帝
国
が
国
民
国
家
と
し
て
失
敗
す
る
原
因
と
な
っ

た
文
書
と
し
て
、
帝
国
が
政
治
的
に
分
裂
し
た
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
た
歴
史
研
究
に
あ
っ
て

は
、
帝
国
が
分
裂
し
無
力
化
し
た
責
任
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
他
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
歴
史
研
究
で
は
、
帝
国
の

分
裂
の
責
任
は
帝
国
諸
侯
の
帝
国
理
念
の
欠
如
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
帝
国
が
政
治
的
に
分
裂
し
た
原
因
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
両
者

に
理
解
の
違
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
国
民
的
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

北
大
文
学
研
究
科
紀
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こ
の
よ
う
な
傾
向
は
一
九
四
五
年
ま
で
続
く
が
、
特
に
一
九
三
三
〜
四
五
年
が
そ
の
頂
点
と
も
呼
べ
る
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
を
代
表
す

る
著
作
と
し
て
は
、
一
九
四
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
Ｆ
・
コ
ッ
プ
と
Ｅ
・
シ
ュ
ル
テ
の
『
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
』
と
一
九
四
二
年
に

公
刊
さ
れ
た
Ｃ
・
シ
ュ
テ
デ
ィ
ン
グ
の
『
帝
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
病
』
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
二
三
年
公
刊
の
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
・
ド

イ
ツ
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
第
二
巻
で
は
、
Ｇ
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
よ
り
皇
帝
権
の
没
落
と
領
邦
君
主
の
優
越
が
確

立
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

一
九
四
五
年
以
降
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
国
民
主
義
的
に
評
価
す
る
傾
向
は
目
立
た
な
く
な
り
、
む
し
ろ
三
十
年
戦
争
を
終

結
さ
せ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
平
和
を
も
た
ら
し
た
点
を
評
価
す
る
傾
向
が
現
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、P

ax optim
a rerum

（
平
和
は
全
て
の
中

で
最
高
な
も
の
）を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
挙
げ
た
一
九
四
八
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
三
〇
〇
年
記
念
年
に
お
い
て
顕
著
に
表
れ
、ヴ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
座
標
軸
で
の
評
価
が
中
心
と
な
っ
た
。
一
九
五
九
年
に
は
Ｆ
・
デ
ィ
ッ
ク
マ
ン
の
大
著
『
ヴ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
』
が
公
刊
さ
れ
、
デ
ィ
ッ
ク
マ
ン
は
こ
の
中
で
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
意
義
と
し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
て

い
る
。
第
一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
国
際
社
会
の
基
礎
を
作
り
、
主
権
と
同
権
に
よ
る
新
た
な
国
際
社
会
が
作
ら
れ
た
こ
と
。
第
二

に
、
諸
侯
の
領
邦
高
権
が
確
立
し
、
帝
国
統
治
へ
の
参
加
が
承
認
さ
れ
、
さ
ら
に
同
盟
権
に
よ
っ
て
諸
侯
は
国
際
法
の
主
体
に
な
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
国
民
的
な
不
幸
と
帝
国
の
死
病
の
始
ま
り
で
あ
り
、
一
六
四
八
年
は
ド
イ
ツ
史
の
大
き
な
カ
タ

ス
ト
ロ
フ
で
あ
る
。
第
三
に
、
宗
派
の
平
等
が
確
立
し
、
近
代
的
な
寛
容
思
想
へ
の
決
定
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

デ
ィ
ッ
ク
マ
ン
は
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
体
系
的
に
叙
述
し
た
が
、
第
二
の
評
価
は
、
一
九
世
紀
以
来
の
評
価
を
継
承
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
デ
ィ
ッ
ク
マ
ン
の
著
作
の
三
年
後
の
一
九
六
二
年
か
ら
、
Ｍ
・
ブ
ラ
ウ
バ
ッ
ハ
と
Ｋ
・
レ
プ
ゲ
ン
の
編
集

に
よ
るA

cta P
acis W

estfalicae

の
刊
行
が
始
ま
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
刊
行
が
続
い
て

６
）

い
る
。
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一
九
六
〇
年
代
以
降
、
帝
国
史
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
皇
帝
権
と
は
別
に
特
に
帝
国
諸
機
関
の
活
動
状
況
の
解
明
に
よ
り
、
帝
国
国
制

の
評
価
が
見
直
さ
れ
、
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
国
民
国
家
に
規
定
さ
れ
た
一
九
世
紀
以
来
の
評
価
か
ら
離
れ
、
一
七
〜
一
八
世
紀
の

帝
国
国
法
学
者
た
ち
の
解
釈
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、一
九
八
九
／

九
一
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
シ
ス
テ
ム
の
大
き
な
変
動
に
よ
っ
て
、
国
際
関
係
の
歴
史
が
ひ
と
き
わ
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
特
に
近
世
に
お
け
る
「
戦
争
と
平
和
」
に
関
す
る
研
究
が
進
み
、
一
九
九
八
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン

条
約
締
結
三
五
〇
年
を
記
念
す
る
展
覧
会
の
テ
ー
マ
も
「
戦
争
と
平
和
」
で

７
）

あ
っ
た
。
こ
の
一
九
九
八
年
前
後
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
関
す
る
多
く
の
研
究
が
発
表
さ

８
）

れ
た
。
こ
の
記
念
年
以
降
の
研
究
動
向
を
手
短
に
述
べ
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
一
六
四
八
年
以
降
各
地
で
挙
行
さ
れ
た
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
関
係
の
祝
祭
等
を
扱
う
文
化
史
的
観
点
か
ら
の
研
究
、
ま

た
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
含
め
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
お
よ
び
国
際
関
係
に
つ
い
て
の
学
際
的
な
研
究
等
が
比
較
的
活
発
に
行

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
す
で
に
Ｈ
・
ド
ゥ
フ
ハ
ル
ト
が
指
摘
し
て
い
う
よ

９
）

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
Ｆ
・
デ
ィ
ッ
ク
マ
ン
の

10
）

大
著
に
代
わ
る
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
総
合
的
な
研
究
は
ま
だ
現
れ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
研
究
を
利
用
し
な
が
ら
、
以
下
に
お
い
て
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
条
文
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二

オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
条
約
の
内
容

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
講
和
条
約
が
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
条
約
（
以
下
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Ｉ
Ｐ
Ｏ
）、
フ
ラ
ン
ス
と
の
講
和
条
約
が
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
条
約
（
以
下
Ｉ
Ｐ
Ｍ
）
で
、
一
六
四
八
年
一
〇
月
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
調
印
さ
れ

た
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
は
全
一
七
条
で
項
目
総
数
二
二
五
、
Ｉ
Ｐ
Ｍ
は
全
一
二
〇
条
か
ら
成
る
が
、
内
容
の
多
く
は
重
複
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｐ
Ｍ
で
は

三
三
の
条
文
が
独
自
の
規
定
で

11
）

あ
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
内
容
を
次
の
四
点
に
整
理
し
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
平
和
秩
序
、
復
旧
と
補
償
の
問
題
、
宗
派
問
題
そ
し
て
帝
国
国

制
に
つ
い
て
で

12
）

あ
る
。

一
つ
め
の
平
和
秩
序
に
つ
い
て
。
ま
ず
前
文
が
「
不
可
侵
に
し
て
不
可
分
の
三
位
一
体
の
御
名
に
お
い
て
、
ア
ー
メ
ン
」
で
始
ま
っ
た

後
、「
長
年
に
わ
た
り
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
生
じ
た
不
和
お
よ
び
内
乱
が
ド
イ
ツ
全
土
の
み
な
ら
ず
、い
く
つ
か
の
隣
接
す
る
王
国
、

特
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
と
フ
ラ
ン
ス
王
国
を
巻
き
込
み
、
持
続
的
で
悲
惨
な
戦
争
が
、
次
の
二
者
の
間
で
生
じ
る
ま
で
に
拡
大
し
た
。

…
」と
し
て
、
皇
帝
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
の
名
が
そ
の
長
い
称
号
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
る
。「
極
め
て
多
く
の
地
域
が
荒
廃
し
、
多
く
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
血
が
流
れ
た
。
つ
い
に
神
の
善
意
に
よ
り
次
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
。
両
者
の
間
で
全
般
的
平
和
に
つ
い
て
の
構
想
が
練

ら
れ
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
新
暦
一
六
四
一
年
一
二
月
二
五
日
（
旧
暦
一
五
日
）
に
な
さ
れ
た
両
者
の
合
意
に
よ
り
、
新

暦
一
六
四
三
年
七
月
一
一
日
（
旧
暦
一
日
）
に
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
と
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
全
権
代
理
人
の
会
議

が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
」
と
講
和
会
議
に
い
た
る
経
緯
が
簡
単
に
述
べ
ら
れ
、
皇
帝
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
の
全
権
代
理
人
の

名
前
が
具
体
的
に
記
さ
れ
た
後
で
「
…
全
権
代
理
人
相
互
の
文
書
が
交
換
さ
れ
た
後
で
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
選
帝
侯
、
諸
侯
、
等
族
が

出
席
し
、
支
持
し
、
同
意
し
て
、
神
の
栄
光
と
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
安
寧
の
た
め
に
、
相
互
の
平
和
と
友
愛
の
規
定
に
向
か
っ
て
、
以
下

に
続
く
内
容
に
合
意
し
、
一
致
し
た
」
と
述
べ
る
。
続
い
て
第
一
条
に
お
い
て
、
そ
の
平
和
と
友
愛
に
つ
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
普
遍

的
か
つ
永
遠
の
平
和
、
真
実
に
し
て
誠
実
な
友
愛
」
が
条
約
当
事
者
の
間
で
確
立
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
謳
い
、
帝
国
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と

― ―140

一
六
四
八
年
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
関
す
る
一
試
論



の
間
で
「
平
和
と
友
愛
が
、
誠
実
に
真
剣
に
維
持
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
こ
う
し
た
平
和
と
友
愛
を
実
現
す

る
た
め
に
第
二
条
は
、「
こ
の
戦
争
の
開
始
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
ま
た
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
敵
意
を
も
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
全
て
の
こ

と
に
対
し
て
、
永
遠
の
忘
却
（oblivio

）
と
赦
し
（

13
）

am
nestia

）
が
、
双
方
か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
戦
前
と
戦
時
に
言
葉
、

文
書
、
行
為
に
よ
っ
て
相
互
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
不
正
、
暴
力
、
敵
意
、
損
害
と
損
失
は
、
永
遠
の
忘
却
に
よ
っ
て
完
全
に
取
り
除
か
れ

る
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
上
で
第
三
条
一
項
に
お
い
て
、
第
二
条
で
規
定
さ
れ
た
「
一
般
的
か
つ
無
制
限
な
赦
し
に
基
づ
い
て
」、
帝
国
の

選
帝
侯
、
帝
国
等
族
お
よ
び
住
民
た
ち
は
、
戦
争
前
に
正
当
に
享
受
し
戦
中
に
奪
わ
れ
た
権
利
を
回
復
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
同
条
二
項

は
係
争
中
の
権
利
等
は
こ
の
一
般
的
復
旧
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
復
旧
に
関
す
る
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
続
く
第
四
条
で

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
平
和
と
友
愛
お
よ
び
復
旧
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
最
後
の
条
文
で
あ
る
第
一
七
条
が
こ
の
講
和
条
約
の

法
的
効
力
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
ず
一
項
で
講
和
条
約
の
批
准
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
二
項
で
、
講
和
条
約
は
帝
国
基
本
法
で
あ

り
、
永
遠
の
法
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
三
項
は
、
講
和
条
約
の
内
容
に
相
反
す
る
全
て
の
法
な
ど
を
認
め
ず
、
講
和
条
約
が
優
越
す

る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
四
〜
七
項
で
は
、
同
条
約
に
違
反
す
る
者
を
帝
国
法
に
基
づ
い
て
平
和
の
侵
害
者
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
、

今
後
武
力
を
用
い
た
紛
争
の
解
決
は
原
則
と
し
て
放
棄
さ
れ
、
友
好
的
妥
協
な
い
し
は
裁
判
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
条
文
か
ら
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
は
基
本
的
に
は
帝
国
の
伝
統
的
な
考
え
方
に
立
脚
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
平
和
秩
序
の
再
建
を
目
指

し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
三
十
年
戦
争
と
い
う
長
期
の
惨
い
戦
争
体
験
を
前
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
憎
し
み
な
ど
を
永
遠
の
「
忘
却
」

で
消
し
去
り
、
戦
争
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
「
赦
し
」
に
よ
っ
て
回
復
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
紛
争
の
解
決
方

法
と
し
て
、
暴
力
の
使
用
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
、
法
に
よ
る
解
決
を
望
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
過
去
に
生
じ
た
争
い
は
、
忘
却
と
赦
し
で
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処
理
し
、
今
後
生
ず
る
争
い
は
、
友
好
的
妥
協
と
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
と
友
愛
の
実
現
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、
復
旧
と
補
償
の
問
題
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
三
条
で
、
帝
国
の
全
て
の
構
成
員
に
対
し
て
戦
争
に
よ
っ
て
奪
わ

れ
た
権
利
等
が
復
旧
さ
れ
る
基
本
原
則
が
示
さ
れ
た
後
、
第
四
条
で
は
個
々
の
帝
国
等
族
の
復
旧
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
条
一
項
は
「
先

の
規
定
に
よ
り
誰
が
ど
の
程
度
復
旧
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
判
断
で
き
る
が
、
若
干
の
者
た
ち
の
求
め
に
応
じ
て
、
重
要
な
若

干
の
案
件
に
つ
い
て
以
下
で
特
別
に
言
及
す
る
。
こ
こ
で
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
者
た
ち
が
復
旧
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
は
み
な

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
同
条
の
趣
旨
を
説
明
し
た
後
、
二
項
以
下
で
ま
ず
最
初
に
取
り
上
げ
た
問
題
が
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
位
の
問
題

で
あ
る
。
プ
フ
ァ
ル
ツ
の
選
帝
侯
位
は
、
三
十
年
戦
争
中
の
一
六
二
三
年
に
バ
イ
エ
ル
ン
大
公
に
移
さ
れ
て
い
た
。
第
二
条
で
規
定
さ
れ

た
一
般
的
赦
し
の
原
則
に
従
え
ば
、
こ
の
選
帝
侯
位
は
プ
フ
ァ
ル
ツ
に
復
旧
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
三
項
で
「
プ
フ
ァ
ル
ツ
選
帝

侯
が
か
つ
て
有
し
て
い
た
選
帝
侯
の
位
は
、
そ
れ
に
付
属
す
る
全
て
の
レ
ガ
リ
ア
、
帝
国
官
職
、
特
権
、
権
標
お
よ
び
諸
権
利
と
と
も
に

例
外
な
く
…
バ
イ
エ
ル
ン
大
公
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
な
ら
び
に
そ
の
子
ら
…
に
留
ま
る
こ
と
と
す
る
」
と
バ
イ
エ
ル
ン
大
公
の
手
に
残
る
こ

と
を
規
定
し
、
五
項
で
プ
フ
ァ
ル
ツ
家
に
新
た
に
八
番
目
の
選
帝
侯
位
を
与
え
た
。
同
項
は
「
皇
帝
は
帝
国
等
族
と
と
も
に
、
公
共
の
平

穏
の
た
め
に
、
本
条
約
の
効
力
に
よ
り
、
第
八
番
目
の
選
帝
侯
位
を
創
設
す
る
こ
と
で
一
致
し
た
。
こ
の
第
八
番
目
の
選
帝
侯
位
を
ラ
イ

ン
宮
中
伯
で
あ
る
カ
ー
ル
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
と
そ
の
相
続
人
、
全
て
の
ル
ド
ル
フ
系
の
男
子
が
、『
金
印
勅
書
』
の
相
続
規
定
に
基
づ
い
て

今
後
保
持
す
べ
き
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
三
五
六
年
の
金
印
勅
書
か
ら
お
よ
そ
三
百
年
間
維
持
さ
れ
て
き
た
選
帝
侯
位

の
数
が
は
じ
め
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
に

14
）

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
選
帝
侯
位
を
め
ぐ
る
問
題
の
大
き
さ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
以

下
こ
の
第
四
条
は
全
五
七
項
に
わ
た
っ
て
個
々
の
帝
国
等
族
の
復
旧
を
規
定
し
て
い
る
。
他
方
、
補
償
問
題
は
第
一
〇
条
で
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
に
対
す
る
補
償
問
題
を
扱
い
、
同
条
一
項
で
「
皇
帝
は
、
選
帝
侯
と
諸
侯
、
特
に
利
害
関
係
の
あ
る
帝
国
等
族
の
同
意
の
下
で
、
こ
の
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和
議
の
効
力
に
よ
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
…
に
、
永
久
か
つ
直
属
の
帝
国
レ
ー
エ
ン
と
し
て
以
下
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
皇
帝
の
十
全

の
権
利
に
よ
っ
て
譲
渡
す
る
」
と
述
べ
、
二
〜
七
項
で
該
当
地
域
を
挙
げ
、
九
項
で
帝
国
議
会
に
お
け
る
席
次
（
諸
侯
部
会
の
世
俗
席
第

五
番
目
）、
一
〇
項
で
所
属
す
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス（
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
三
ク
ラ
イ
ス
）、

一
一
項
で
帝
国
代
表
者
会
議
へ
の
出
席
権
を
規
定
し
て

15
）

い
る
。
さ
ら
に
一
五
項
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
お
よ
び
後
継
の
国
王
が
今
後
、

帝
国
諸
侯
と
し
て
皇
帝
に
対
し
て
誠
実
宣
誓
を
他
の
帝
国
等
族
と
同
じ
よ
う
に
行
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
対
す
る

補
償
内
容
を
こ
う
し
て
第
一
〇
条
で
規
定
し
た
後
で
、
こ
れ
に
関
係
す
る
他
の
帝
国
等
族
の
補
償
問
題
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯

へ
の
補
償
（
第
一
一
条
・
一
四
条
）
を
始
め
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
大
公
家
（
第
一
二
条
）、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
・
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク

大
公
家
（
第
一
三
条
）、
ヘ
ッ
セ
ン
・
カ
ッ
セ
ル
（
第
一
五
条
）
と
続
く
。
さ
ら
に
第
一
六
条
八
項
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
の
撤
退
の
た
め

に
、
七
つ
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
（
ク
ー
ル
ラ
イ
ン
、
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ン
、
ヴ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
）
の
帝
国
等
族
が
、
五
〇
〇
万
帝
国
タ
ー
ラ
ー
の
補
償
金
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
支
払
う
こ
と
を

規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
で
規
定
さ
れ
た
主
に
北
ド
イ
ツ
に
お
け
る
領
域
の
大
規
模
な
変
更
は
、
一
部
を
除
い
て
基
本
的
に
一
八

〇
三
年
ま
で
維
持
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

三
つ
め
は
宗
派
問
題
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
五
条
が
五
八
項
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
帝
国
に
お
け
る
宗
派
体
制
を
規
定
し
て
い
る
。
第
五
条

の
冒
頭
で
「
両
宗
派
の
選
帝
侯
、
諸
侯
、
帝
国
等
族
の
間
で
存
在
し
て
い
た
苦
情
が
、
こ
の
戦
争
の
大
部
分
の
原
因
で
あ
り
動
機
で
あ
っ

た
の
で
、
そ
れ
ら
の
苦
情
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
協
約
し
調
停
す
る
」
と
述
べ
、
一
項
で
ま
ず
「
一
五
五
二
年
の
パ
ッ
サ
ウ
協
約
と
一

五
五
五
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
宗
教
平
和
は
、
一
五
六
六
年
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
お
よ
び
そ
の
後
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
さ
ま
ざ

ま
な
帝
国
議
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
皇
帝
、
両
宗
派
の
選
帝
侯
、
等
族
の
全
会
一
致
の
同
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
全
て
の

― ―143

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



条
項
に
お
い
て
有
効
と
み
な
さ
れ
、
神
聖
で
不
可
侵
な
も
の
と
し
て
維
持
さ
れ
る
。
…
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
両
宗
派
の
全
て
の
選

帝
侯
、
諸
侯
、
等
族
は
、
帝
国
国
制
、
帝
国
法
お
よ
び
こ
の
条
約
に
合
致
す
る
限
り
に
お
い
て
、
完
全
に
か
つ
相
互
に
同
権
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
一
方
に
対
し
て
公
正
で
あ
る
こ
と
は
他
方
に
対
し
て
も
公
正
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
侵
害
と
暴
力
は
、
ど
こ
で
あ
れ
、
両
宗
派

の
間
で
永
久
に
禁
止
さ
れ
る
。」
と
あ
り
、
一
五
五
五
年
の
宗
教
平
和
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
両
宗
派
の
同
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

同
条
二
項
は
「
教
会
の
事
柄
に
関
す
る
復
旧
の
基
準
日
は
、
…
一
六
二
四
年
一
月
一
日
と
す
る
。
…
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
お
い
て
、
こ
の
一

六
二
四
年
一
月
一
日
の
状
態
へ
の
回
復
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
新
た
に
基
準
年
を
設
定
し
、
一
六
二
四
年
一
月
一
日
現
在
の

宗
派
の
状
態
を
基
準
と
し
、
こ
れ
以
降
の
宗
派
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
変
更
を
認
め
な
い
方
針
を
示
し
た
。
こ
の
基
準
年
の
設
定
に
際
し
て

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
戦
争
前
の
状
態
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
一
六
二
九
年
の
復
旧
勅
令
を
主
張
し
た
が
、
結
局
、
交
渉
の
結
果
あ
る
意

味
で
機
械
的
に
、
両
者
の
中
間
点
で
あ
る
一
六
二
四
年
に
な
っ
た
。
こ
の
一
項
と
二
項
で
示
さ
れ
た
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
宗
教
平
和
の
確
認
、

宗
派
同
権
、
基
準
年
に
お
け
る
宗
派
の
確
定
を
原
則
と
し
て
、
三
項
以
下
で
個
別
の
事
例
を
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
原
則
を
補
足
し
て
い
る
。
そ
の
個
別
規
定
の
最
初
で
あ
る
三
項
は
、
四
つ
の
両
宗
派
併
存
都
市
（
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
デ
ィ
ン
ケ
ル
ス

ビ
ュ
ー
ル
、
ビ
ー
ベ
ラ
ハ
、
ラ
ー
フ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ク
）の
名
前
を
あ
げ
て
、
基
準
年
に
お
け
る
宗
派
を
維
持
す
べ
き
こ
と
を
改
め
て
述
べ
、

そ
の
上
で
都
市
参
事
会
員
等
の
数
を
両
派
同
数
に
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
続
く
四
項
か
ら
一
〇
項
で
都
市
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
に
つ

い
て
規
定
し
、
一
一
項
で
他
の
三
つ
の
両
宗
派
併
存
都
市
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
派
に
関
す
る
規
定
は
具
体
的
で
詳

細
で
あ
り
、
弾
力
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
将
来
の
宗
派
争
い
を
防
ぐ
た
め
に
可
能
な
限
り
の
目
配
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
宗
派
争
い
が
、

い
か
に
現
実
的
で
か
つ
直
面
す
る
重
大
事
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
第
五
条
以
外
で
は
、
第
七
条
一
項
で
「
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
等
族
と
領
民
に
付
与
さ
れ
た
全
て
の
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権
利
あ
る
い
は
恩
典
が
、
改
革
派
と
呼
ば
れ
て
い
る
者
に
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
改
革
派
に
も
同
権
が
与
え
ら

れ
た
が
、
条
文
で
は
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
と
改
革
派
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
呼
び
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
二
つ
の
宗
派
に
分
か

れ
て
い
る
」
と
表
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
宗
派
問
題
に
お
い
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
点
は
、
一
五
五
五
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
宗
教
平
和
の
有
効
性
が
再
確
認
さ
れ
、
領

邦
君
主
の
宗
派
選
択
権
は
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
宗
派
選
択
権
と
基
準
年
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
規
定
し
て
い
る
の
が
、
第
五
条
三
〇
〜
三
二
項
で
あ
る
。
ま
ず
三
〇
項
で
、
帝
国
等
族
は
こ
れ
ま
で
通

り
宗
派
選
択
権
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
権
利
は
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
後
、
三
一
項
で
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
帝
国
等

族
の
支
配
下
に
あ
る
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
住
民
が
、
一
六
二
四
年
で
そ
の
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
信
仰
が
守

ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
三
二
項
で
は
逆
に
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
帝
国
等
族
の
支
配
下
に
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
住
民
が
同
様

に
一
六
二
四
年
時
点
で
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
信
仰
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
基
準
年
の
原
則
の

方
が
領
邦
君
主
の
宗
派
選
択
権
よ
り
も
上
位
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
基
準
年
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
帝
国
等
族
の
宗
派
選

択
権
を
事
実
上
形
骸
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
同
条
五
〇
項
は
「
…
宗
教
平
和
も
し
く
は
本
和
議
に
関
し

て
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、帝
国
議
会
あ
る
い
は
他
の
帝
国
集
会
に
お
い
て
、両
宗
派
の
等
族
の
間
で
友
好
的
な
方
法
に
よ
っ

て
和
解
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
宗
派
の
問
題
の
解
決
は
領
邦
で
は
な
く
帝
国
レ
ベ
ル
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
続
く
五
一
項
以
下
に
お
い
て
帝
国
代
表
者
会
議
と
帝
国
議
会
、
帝
国
最
高
法
院
と
帝
国
宮
内
法
院
の
宗
派
構
成
の
問
題
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
問
題
は
、
帝
国
と
領
邦
に
関
わ
る
部
分
で
あ
り
、
後
段
で
ま
た
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

最
後
の
四
つ
め
は
帝
国
国
制
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
皇
帝
に
関
係
す
る
規
定
に
つ
い
て
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
各
所
で
は
、
皇
帝
の
命
令
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と
い
う
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
の
実
行
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
全
般
を
見
る
限
り
、
皇
帝
の
こ
れ
ま
で
の
権
利
を
制
限
す
る
よ

う
な
規
定
は
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
皇
帝
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
多
く
の
事
柄
も
従
前
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
大
き
な
違
い
は

な
い
。
新
し
い
部
分
と
し
て
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
が
署
名
後
速
や
か
実
行
さ
れ
る
た
め
の
諸
々
の
実
務
を
皇
帝
に
義
務
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
一
六
条
一
項
は
「
講
和
文
書
が
、
全
権
委
任
者
お
よ
び
全
権
大
使
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
な
ら
ば
直
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
敵
対
関
係
は
終

了
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
一
致
さ
れ
た
事
柄
の
執
行
が
、
両
当
事
者
に
よ
っ
て
直
ち
に
命
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
両

当
事
者
で
あ
る
皇
帝
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
に
執
行
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
二
項
以
降
で
定
め
て
い
る
。
二
項
は
、
皇

帝
は
勅
令
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
で
定
め
ら
れ
た
事
柄
を
履
行
す
る
こ
と
を
帝
国
全
体
に
命
じ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
ク
ラ
イ
ス
公
示
事
項

担
当
諸
侯
お
よ
び
ク
ラ
イ
ス
長
官
に
、
各
地
で
の
復
旧
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
を
皇
帝
が
命
じ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
三
項
は
、
こ

の
復
旧
に
あ
た
り
皇
帝
委
任
官
が
必
要
な
場
合
に
は
、
皇
帝
は
速
や
か
に
皇
帝
委
任
官
を
派
遣
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
四
項
は
、
こ
の
皇

帝
委
任
官
は
復
旧
す
る
側
と
さ
れ
る
側
双
方
か
ら
一
名
指
名
さ
れ
た
者
を
皇
帝
委
任
官
と
す
る
こ
と
、
指
名
が
な
い
場
合
に
は
皇
帝
が
指

名
す
る
こ
と
、
そ
の
際
に
は
宗
派
同
権
に
配
慮
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
六
項
は
、
ク
ラ
イ
ス
公
示
事
項
担
当
諸
侯
、
ク
ラ
イ
ス

長
官
お
よ
び
皇
帝
委
任
官
が
行
う
執
行
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
、
八
項
以
下
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
に
対
す
る
補
償
金
を

三
期
に
分
け
て
支
払
う
こ
と
、こ
の
補
償
金
を
負
担
す
る
七
つ
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
現
金
集
積
都
市
を
指
定
し
て
い
る
。

個
々
の
復
旧
を
仲
介
す
る
人
物
を
皇
帝
委
任
官
と
位
置
づ
け
る
こ
と
や
皇
帝
が
勅
令
で
講
和
条
約
の
履
行
を
命
じ
、
各
ク
ラ
イ
ス
の
公

示
事
項
担
当
諸
侯
と
長
官
に
執
行
を
命
じ
る
点
か
ら
み
て
、
皇
帝
が
こ
の
講
和
条
約
の
最
高
責
任
者
、
す
な
わ
ち
平
和
と
友
愛
の
実
現
の

最
高
責
任
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
お
い
て
皇
帝
の
権
限
に
関
す
る
規
定
は
少
な
く
、
講
和
条
約

の
履
行
以
外
で
新
し
い
権
限
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
他
方
で
権
限
を
奪
う
よ
う
な
規
定
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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帝
国
等
族
の
権
限
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
該
当
す
る
の
は
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
八
条
で
あ
る
。
同
条
一

項
は
、
今
後
帝
国
の
政
治
体
制
に
お
い
て
争
い
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
選
帝
侯
を
は
じ
め
と
す
る
全
て
の
帝
国
等
族
に
従
前
か
ら
行
使
し

て
い
る
諸
権
利
等
を
こ
の
講
和
条
約
の
効
力
に
よ
り
保
証
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
続
く
二
項
で
は
、
開
戦
の
決
定
、
講
和
条
約
お

よ
び
同
盟
の
締
結
、
法
の
制
定
、
課
税
や
軍
隊
の
徴
募
等
は
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
帝
国
等
族
の
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
同
盟
権
が
規
定
さ
れ
る
。
同
項
の
文
章
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
な
帝
国

の
重
要
な
案
件
は
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
帝
国
等
族
の
同
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
帝
国
等
族
の
安
全
が
保
た
れ

な
い
場
合
に
は
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
二
項
の
後
半
で
は
「
し
か
し
特
に
、
帝
国
等
族
自
身
の
保

護
と
安
全
の
た
め
に
、
彼
ら
の
間
で
、
さ
ら
に
外
国
と
の
間
で
同
盟
を
結
ぶ
権
利
は
、
個
々
の
等
族
に
永
久
に
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
同
盟
が
皇
帝
と
帝
国
、
そ
し
て
帝
国
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
、
ま
た
特
に
本
和
議
に
反
し
て
は
な
ら
ず
、
個
々
の
帝
国

等
族
が
皇
帝
と
帝
国
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
誓
約
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
帝

国
等
族
に
認
め
ら
れ
た
同
盟
権
は
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
に
お
い
て
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
権
利
で

16
）

あ
り
、
一
六
四
八
年
に
初
め
て
与

え
ら
れ
た
権
利
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
権
利
は
皇
帝
と
帝
国
に
反
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
皇
帝
に
対
す
る
誓
約
を
遵
守
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
三
項
は
、
帝
国
議
会
を
講
和
条
約
批
准
後
六
ヶ
月
以
内
に
開
催
す
る
こ
と
、
そ

れ
以
降
に
つ
い
て
は
「
公
の
福
利
と
必
要
に
応
じ
て
開
催
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
最
寄
り
の
帝
国
議
会
で
行
う
べ
き
こ
と

が
以
下
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
原
文
の
順
番
通
り
に
列
挙
す
る
と
、
ロ
ー
マ
王
の
選
挙
の
実
施
、
皇
帝
の
永
久
選
挙
協
約
の
作
成
、

帝
国
ア
ハ
ト
の
方
法
と
手
順
、
ク
ラ
イ
ス
の
再
編
、
帝
国
台
帳
の
更
新
、
帝
国
税
の
修
正
と
免
除
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
と
司
法
の
改
革
、
帝
国

最
高
法
院
の
裁
判
費
用
の
改
革
、
帝
国
代
表
者
会
議
の
再
編
、
帝
国
議
会
の
部
会
の
議
長
の
職
務
お
よ
び
講
和
会
議
で
解
決
で
き
な
か
っ
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た
案
件
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
審
議
し
決
定
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
四
項
は
、
帝
国
議
会
に
お
け
る
都
市
部
会
に
他
の
二
つ

の
部
会
と
等
し
い
決
定
権
を
与
え
て
い
る
。
第
八
条
の
最
後
の
五
項
は
、
戦
争
中
に
発
生
し
た
債
務
に
つ
い
て
は
、
帝
国
宮
内
法
院
と
帝

国
最
高
法
院
で
鑑
定
さ
れ
、
次
回
の
帝
国
議
会
に
付
議
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
戦
争
に
よ
る
債
務
に
苦
し
む
帝
国
等
族
に
対
す

る
保
護
規
定
の
一
つ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
第
八
条
の
最
後
に
こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

第
八
条
の
同
盟
権
と
と
も
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
るjus T
erritorii et S

uperioritatis

に
つ
い
て
は
、
宗
派
問
題
を
詳
細
に
規
定
し

て
い
る
第
五
条
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
帝
国
等
族
の
国
制
上
の
権
利
を
規
定
し
て
い
る
第
八
条
に
は
、
こ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
規
定
お
よ

び
言
葉
は
な
い
。
第
五
条
三
〇
項
は
、
帝
国
等
族
に
従
属
し
て
い
る
者
た
ち
に
対
す
る
権
利
を
定
め
た
部
分
で
、
帝
国
等
族
に
こ
れ
ま
で

と
同
様
にjus T

erritorii et S
uperioritatis

と
改
宗
権
を
認
め
る
内
容
で
あ
る
。こ
こ
に
お
け
るjus T

erritorii et S
uperioritatis

は
、
ま
さ
に
領
邦
高
権
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
宗
派
問
題
の
中
で
出
て
き
て
い
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
従
前
の
権
利
を
確
認
す
る

内
容
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

最
後
に
帝
国
諸
機
関
に
つ
い
て
。
帝
国
議
会
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
八
条
二
項
で
開
戦
と
講
和
の
同
意
権
等
が
帝

国
議
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
列
挙
さ
れ
た
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
帝
国
議
会
が
扱
っ
て
き
た
も
の
で

あ
り
、
新
し
く
付
与
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
る
こ
と
は
初
め
て
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
帝
国
法
的
に
確
認
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
帝
国
議
会
が
従
前
の
通
り
、
最
高
の
国
制
機
関
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
同
条
四
項
は

「
一
般
と
同
様
に
特
別
な
集
会
に
お
い
て
も
、
帝
国
自
由
都
市
に
そ
の
他
の
帝
国
等
族
と
等
し
い
決
定
権
が
帰
属
す
る
」と
規
定
し
、
都
市

部
会
が
帝
国
議
会
の
中
で
初
め
て
正
式
に
他
の
二
つ
の
部
会
と
等
し
い
決
定
権
を
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
宗
派
問
題
の
中
で
第
五
条
五
一
項

は
、「
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
等
族
に
関
す
る
案
件
の
場
合
に
は
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
者
た
ち
だ
け
が
、
カ
ト
リ
ッ
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ク
派
に
関
わ
る
案
件
の
場
合
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
者
た
ち
だ
け
が
特
別
委
員
会
に
派
遣
さ
れ
る
。
両
宗
派
に
関
係
す
る
案
件
の
場
合
に

は
両
宗
派
同
数
が
特
別
委
員
に
指
名
さ
れ
る
」と
規
定
し
、
宗
派
に
関
す
る
案
件
の
処
理
方
法
を
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
続
く
五
二
項
は
、

「
宗
派
問
題
に
お
い
て
、
さ
ら
に
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
派
お
よ
び
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
等
族
が
二
派
に
分
か
れ
、
等
族
が
一
体
の

も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
そ
の
他
の
全
て
の
案
件
に
お
い
て
、
多
数
決
で
は
な
く
友
好
的
妥
協
に
よ
っ
て
の
み
争
い
を
解
決
す

べ
き
で
あ
る
。
徴
税
の
問
題
に
関
す
る
多
数
決
に
つ
い
て
は
、
こ
の
講
和
会
議
で
は
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
次
回
の
帝
国

議
会
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
」
と
述
べ
、
宗
派
問
題
お
よ
び
意
見
が
宗
派
で
分
か
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
数
決
で
は
な
く
友
好

的
妥
協
に
よ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
五
一
・
五
二
項
は
、
い
わ
ゆ
る
両
会
議
分
離
（itio in partes

）
方
式
の
審
議
を
規
定
し
た

条
項
と
し
て
知
ら
れ
て

17
）

い
る
。
す
で
に
一
六
世
紀
前
半
の
帝
国
議
会
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
会
議
と
福
音
派
会
議
に
分
か
れ
て
審
議
す
る

方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
審
議
方
式
が
こ
こ
に
お
い
て
正
式
に
認
め
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
友
好
的
妥
協
は
、
カ

ト
リ
ッ
ク
派
有
利
な
形
で
宗
派
問
題
の
一
方
的
な
解
決
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
り
、
宗
派
問
題
の
再
燃
を
防
止
し
、
武
力
に
よ
る

紛
争
の
解
決
を
忌
避
し
よ
う
と
す
る
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
基
本
姿
勢
を
如
実
に
示
す
部
分
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
第
一
六
条
の
二
項
で
ク
ラ
イ
ス
公
示
事
項
担
当
諸
侯
お
よ
び
ク
ラ
イ
ス
長
官

は
、
皇
帝
の
命
令
に
よ
り
「
復
旧
さ
れ
る
べ
き
者
の
要
求
に
関
し
て
、
帝
国
執
行
令
お
よ
び
こ
こ
で
協
定
さ
れ
た
事
柄
に
基
づ
い
て
、
各

人
の
復
旧
を
促
進
し
、
完
了
さ
せ
る
こ
と
」
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
さ
ら
に
同
条
六
項
は
、
二
項
に
基
づ
く
復
旧
の
執

行
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
、
妨
害
す
る
者
に
対
し
て
は
、
ク
ラ
イ
ス
公
示
事
項
担
当
諸
侯
、
ク
ラ
イ
ス
長
官
な
い
し
は

皇
帝
委
任
官
が
武
力
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
同
条
八
項
以
下
で
ク
ラ
イ
ス
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
対
す
る
補
償
金
の
支

払
い
の
基
本
的
な
単
位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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ま
た
帝
国
の
二
つ
の
最
高
裁
判
所
で
あ
る
帝
国
最
高
法
院
と
帝
国
宮
内
法
院
に
つ
い
て
も
、
宗
派
問
題
を
扱
っ
た
第
五
条
の
中
で
規
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
出
て
く
る
帝
国
諸
機
関
と
し
て
は
、
帝
国
代
表
者
会
議
が
あ
る
。
宗
派
の
問
題
に
お
い
て
そ
の
出
席

者
の
宗
派
同
権
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｐ
Ｏ
は
、
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
国
制
機
関
の
み
に
言
及
し
て
お
り
、

新
し
い
国
制
機
関
を
作
り
出
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
も
特
別
な
言
及
は
な
く
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ま

で
の
帝
国
国
制
を
再
確
認
す
る
内
容
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
四
点
か
ら
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
内
容
を
概
観
し
た
が
、
こ
の
他
に
は
第
六
条
が
「
ス
イ
ス
条
項
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
条
文
で
「
…
皇
帝
陛

下
は
、
帝
国
等
族
に
意
見
と
助
言
を
も
た
め
た
後
、
前
年
の
五
月
一
四
日
の
特
別
勅
令
に
よ
っ
て
、
都
市
バ
ー
ゼ
ル
と
そ
の
他
の
誓
約
同

盟
諸
邦
が
、
完
全
な
自
由
と
帝
国
か
ら
の
免
除
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
帝
国
の
法
廷
と
裁
判
所
に
決
し
て
服
さ
な
い
こ
と
を
宣
言
し

た
。
そ
れ
故
、
同
じ
事
柄
を
こ
の
講
和
条
約
に
書
き
加
え
…
」
と
規
定
し
、
ス
イ
ス
の
帝
国
か
ら
の
離
脱
を
認

18
）

め
た
。
な
お
こ
の
第
六
条

は
ス
イ
ス
の
事
柄
を
規
定
す
る
だ
け
で
、
他
の
内
容
を
含
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
第
九
条
は
商
業
の
復
興
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
同

条
は
二
項
か
ら
な
り
、
一
項
は
不
当
な
関
税
や
通
行
税
を
撤
廃
す
る
こ
と
、
二
項
は
通
商
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
戦
争
の
被
害
か
ら

立
ち
直
る
た
め
に
、
商
業
の
復
興
が
急
務
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
で
あ
る
。

三

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
受
容

Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
内
容
を
ご
く
大
ま
か
に
み
て
き
た
が
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
前
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
が
一
六
四
八

年
以
降
実
際
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
一
七
条
二
項
に
お
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い
て
、
次
の
帝
国
議
会
お
よ
び
皇
帝
の
選
挙
協
約
に
お
い
て
講
和
条
約
を
帝
国
基
本
法
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
第
八

条
三
項
で
規
定
さ
れ
た
批
准
後
六
ヶ
月
以
内
に
開
催
す
べ
き
帝
国
議
会
お
よ
び
こ
の
時
点
で
す
で
に
話
題
に
上
っ
て
い
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ

ン
ト
四
世
の
国
王
選
挙
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
講
和
会
議
は
、
帝
国
議
会
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
講
和
会
議
で
あ

り
、
正
式
に
帝
国
議
会
を
開
催
し
て
帝
国
法
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
批
准
に
つ
い
て
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
一
六
条
一
項
が
「
講
和
文
書
が
、
全
権
委
任
者
お
よ
び
全
権
大
使
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
調
印
さ
れ
た

後
直
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
敵
対
行
為
を
中
止
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
は
署
名
に
よ
っ
て
効
力
を
発
生
す
る
と
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
批
准
に
つ
い
て
は
、
第
一
七
条
一
項
が
「
皇
帝
な
ら
び
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
、
帝
国
等
族
の
全
権
大
使
お
よ
び
全

権
代
理
人
は
、
締
結
さ
れ
た
講
和
条
約
が
、
皇
帝
な
ら
び
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
選
帝
侯
、
諸
侯
な
ら
び
に
等
族

の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
互
い
に
同
意
し
た
形
式
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
以
下
の
こ
と
を
誤
り
な
く
履
行

す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
す
な
わ
ち
、
正
式
な
批
准
書
が
、
署
名
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
以
内
に
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
に
提
出
さ
れ
、

相
互
に
正
し
く
交
換
さ
れ
る
」
と
規
定
し
、
皇
帝
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
以
外
に
、
帝
国
等
族
も
批
准
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
実
際
に

は
、
皇
帝
は
一
六
四
八
年
一
一
月
七
日
付
で
批
准
書
を
作
成
し
、
一
方
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
は
一
六
四
八
年
一
一
月
一
八
日
付
で
批
准

書
を
作
成
し
、
翌
四
九
年
二
月
一
八
日
に
批
准
書
の
交
換
を
行
っ
て
お
り
、
上
述
の
一
項
に
あ
っ
た
八
週
間
以
内
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。

他
方
、
帝
国
等
族
の
批
准
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
に
対
す
る
批
准
書
が
四
四
通
、
皇
帝
に
対
す
る
批
准
書
が
三
三
通
作
成
さ
れ
て

19
）

い
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｏ
最
後
の
条
文
で
あ
る
第
一
七
条
一
二
項
に
お
い
て
、
帝
国
等
族
の
代
表
者
と
し
て
一
八
名
の
使
節
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
、「
…
等
族

の
代
表
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
主
の
批
准
書
を
、
合
意
さ
れ
た
形
式
で
取
り
決
め
ら
れ
た
期
日
に
相
互
に
交
換
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
」
と

あ
る
。
両
当
事
者
の
署
名
に
よ
っ
て
講
和
条
約
と
し
て
は
効
力
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
両
当
事
者
お
よ
び
帝
国
等
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族
に
よ
る
批
准
に
よ
っ
て
、
講
和
条
約
が
最
終
的
に
確
認
さ
れ
、
実
質
的
な
効
力
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
皇
帝
は
、
Ｉ

Ｐ
Ｏ
第
一
七
条
二
項
の
規
定
に
従
っ
て
、
ま
ず
批
准
書
と
同
じ
日
付
の
一
六
四
八
年
一
一
月
七
日
に
執
行
勅
令
を
発

20
）

布
し
、
翌
一
六
四
九

年
三
月
二
日
に
ク
ラ
イ
ス
公
示
事
項
担
当
諸
侯
宛
の
執
行
命
令
を
発
布

21
）

し
た
。こ
の
よ
う
に
条
文
に
従
っ
て
手
続
き
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、

し
か
し
補
償
金
の
支
払
い
を
め
ぐ
る
問
題
に
よ
っ
て
、
講
和
条
約
の
実
質
的
な
発
効
に
は
ま
だ
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
補
償
金
は
、
第
一
六
条
八
項
で
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
の
撤
退
の
た
め
に
…
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一
六
四
八
年
時
点
で
ド
イ
ツ

国
内
に
駐
留
し
て
い
た
約
一
〇
万
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
の
撤
退
の
た
め
に
、
ま
ず
こ
の
補
償
金
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
側
に
支
払
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
補
償
金
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
七
つ
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
が
支
払
う
こ
と
が
同
八
項
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、

五
〇
〇
万
帝
国
タ
ー
ラ
ー
の
補
償
金
を
三
期
（
一
八
〇
万
、
一
二
〇
万
、
二
〇
〇
万
）
に
分
け
て
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
支
払
い

の
時
期
に
つ
い
て
同
条
九
項
が
「
…
批
准
書
の
交
換
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
直
ち
に
一
八
〇
万
タ
ー
ラ
ー
の
支
払
い
と
軍
の
撤
退
お
よ
び
占

領
地
の
明
け
渡
し
が
同
時
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
延
期
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」。
さ
ら
に
同
項
は「
残

り
の
二
〇
〇
万
帝
国
タ
ー
ラ
ー
の
う
ち
、
ま
ず
一
〇
〇
万
を
撤
退
が
確
か
に
行
わ
れ
た
時
点
か
ら
起
算
し
た
翌
年
末
ま
で
に
、
残
り
の
一

〇
〇
万
を
そ
の
翌
年
末
に
…
支
払
う
こ
と
と
す
る
」
と
規
定
し
て

22
）

い
る
。
さ
ら
に
第
一
六
条
の
最
終
項
で
あ
る
二
〇
項
で
「
所
定
の
期
日

ま
で
の
軍
の
撤
退
お
よ
び
土
地
の
復
旧
に
つ
い
て
、
軍
の
総
司
令
官
の
間
で
合
意
さ
れ
た
秩
序
と
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
す
る
」
と
規

定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
一
六
四
八
年
一
一
月
末
か
ら
翌
一
六
四
九
年
一
月
に
か
け
て
、
プ
ラ
ハ
で
皇
帝
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
両
代
表
に

よ
る
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
プ
ラ
ハ
会
議
は
、
ベ
ー
メ
ン
か
ら
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
の
撤
退
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
た
の
み

で
、
他
に
は
何
ら
具
体
的
な
成
果
に
い
た
ら
な
か
っ
た
た
め
、
一
六
四
九
年
五
月
か
ら
一
六
五
〇
年
一
一
月
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
執
行

会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
執
行
会
議
に
は
多
く
の
帝
国
等
族
も
出
席
し
て
協
議
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
一
六
五
〇
年

― ―152

一
六
四
八
年
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
関
す
る
一
試
論



六
月
二
六
日
付
で
皇
帝
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
間
の
合
意
文
書
、
全
六
九
条
か
ら
な
る
「
平
和
執
行
主
要
協
定
」
の
署
名
が
行
わ

23
）

れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
補
償
金
の
支
払
い
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
撤
退
に
関
す
る
合
意
が
達
成
さ
れ
、
講
和
条
約
は
こ
こ
に
お
い
て
よ
う
や
く
実
質
的
に

発
効
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
五
〇
〇
万
帝
国
タ
ー
ラ
ー
の
補
償
金
は
、
実
際
に
は
最
終
的
に
一
六
五
四
年
五
月
ま
で
に
、
約
五
二

〇
万
帝
国
タ
ー
ラ
ー
が
支
払
わ
れ
て

24
）

い
る
。

一
方
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
八
条
三
項
で
規
定
さ
れ
て
い
た
批
准
日
以
降
六
ヶ
月
以
内
に
帝
国
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
は
、
結
局
か
な
り
遅
れ
、

批
准
日
か
ら
四
年
半
ほ
ど
経
っ
た
一
六
五
三
年
六
月
一
六
日
に
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
帝
国
議
会
が
招
集
さ
れ
た
。
翌
一
六
五
四
年
五
月

に
ま
と
め
ら
れ
た
帝
国
最
終
決
定
（「
最
後
の
帝
国
最
終
決
定
」）
の
第
四
条
か
ら
六
条
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
一
七
条
二
項
の
規
定
に
基

づ
い
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
と
Ｉ
Ｐ
Ｍ
が
、
そ
の
批
准
書
お
よ
び
平
和
執
行
主
要
協
定
も
含
め
て
、
帝
国
の
基
本
法
と
し
て
承
認
さ
れ
て

25
）

い
る
。
同

項
で
規
定
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
皇
帝
の
選
挙
協
約
に
つ
い
て
は
、
一
六
五
三
年
五
月
三
一
日
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
四
世
の
選
挙
協
約
の

中
で
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
帝
国
法
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
の
皇
帝
の
選
挙
協
約
で
は
、
一
六
五

八
年
の
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
、一
六
九
〇
年
の
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
に
お
い
て
も
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
帝
国
法
と
し
て
承
認
し
て
い
る
。

一
方
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
八
条
三
項
で
挙
げ
ら
れ
た
帝
国
議
会
へ
申
し
送
ら
れ
た
未
決
事
項
の
中
に
あ
っ
た
永
久
選
挙
協
約
は
、
一
七
一
一
年
七

月
八
日
に
そ
の
草
案
が
作
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
第
二
条
に
お
い
て
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
が
平
和
執
行
主
要
協
定
と
と
も
に
帝
国
法

と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

26
）

い
る
。
こ
の
永
久
選
挙
協
約
草
案
は
最
終
的
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
一
七
一
一
年
以

降
の
皇
帝
の
選
挙
協
約
に
お
い
て
参
照
さ
れ
続
け
、
最
後
の
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
二
世
の
選
挙
協
約
（
一
七
九
二
年
）
に
い
た
る
ま
で
ヴ
ェ
ス

ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
帝
国
法
と
し
て
承
認
さ
れ
続

27
）

け
た
。
さ
ら
に
一
八
〇
三
年
二
月
の
帝
国
代
表
者
主
要
決
議
に
お
い
て
も
ヴ
ェ
ス
ト

フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
が
帝
国
法
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

28
）

お
り
、
帝
国
の
終
焉
に
い
た
る
ま
で
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
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約
は
帝
国
内
部
で
は
繰
り
返
し
帝
国
法
と
し
て
確
認
さ
れ
続
け
た
こ
と
が
分
か
る
。

他
方
、
一
六
四
八
年
以
降
の
多
く
の
講
和
条
約
に
お
い
て
も
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
一
六
七
九
年
の
ナ
イ

メ
ー
ヘ
ン
の
講
和
条
約
か
ら
一
八
〇
一
年
の
リ
ュ
ネ
ヴ
ィ
ル
の
和
約
に
い
た
る
ま
で
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
が
平
和
の
基
礎
と
し

て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
講
和
条
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ
帝
国
議
会
で
審
議
さ
れ
、
皇
帝
に
よ
っ
て
帝
国
決
定
と
し
て
批
准
さ
れ
告
知

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
審
議
の
過
程
で
帝
国
等
族
は
、
講
和
条
約
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
規
定
や
他
の
帝
国
基
本
法
に
抵
触
し
な

い
こ
と
を
再
三
確
認
し
て

29
）

い
る
。

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
、
一
六
四
八
年
か
ら
帝
国
の
滅
亡
に
い
た
る
ま
で
、
帝
国
内
に
お
い
て
は
帝
国
基
本
法
と
し
て
有
効
性

が
確
認
さ
れ
続
け
、
帝
国
国
制
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
対
外
的
に
は
、
多
く
の
講
和
条
約
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
平
和
の
基
礎
を
示
す
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

四

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
歴
史
的
意
義

以
下
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
先
に
略
述
し
た
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
条
文
の
内
容

に
則
し
て
、
一
六
四
八
年
以
降
の
状
況
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
以
下
の
三
点
に
お
い
て
整
理
し
て
み
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
平
和

の
形
成
に
つ
い
て
、
帝
国
国
制
に
つ
い
て
そ
し
て
宗
派
体
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
平
和
の
形
成
に
つ
い
て
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
一
条
で
謳
っ
て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
普
遍
的
か
つ
永
遠
の
平
和
」
と
い
う
点
で
は
、

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
評
価
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
六
四
八
年
以
降
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も
大
き
な
戦
争
が
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
当
事
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

は
、
一
八
世
紀
の
初
め
頃
ま
で
は
極
端
に
軍
事
的
な
行
動
が
目
立
ち
、
両
国
が
関
係
す
る
戦
争
が
多
発
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
条
約
に
よ
っ
て
新
た
に
領
土
を
得
た
両
国
が
、
軍
事
的
傾
向
を
強
く
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン

の
戦
闘
は
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
後
十
一
年
経
過
し
た
一
六
五
九
年
の
ピ
レ
ネ
ー
条
約
で
終
結
し
、
そ
の
後
は
ル
イ
一
四
世
に
よ

る
拡
張
政
策
に
よ
り
、
一
六
七
二
年
か
ら
七
八
年
の
オ
ラ
ン
ダ
戦
争
、
一
六
八
八
年
か
ら
九
七
年
の
プ
フ
ァ
ル
ツ
継
承
戦
争
、
さ
ら
に
一

七
〇
二
年
か
ら
一
三
年
の
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
な
ど
、
多
く
の
戦
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
一
方
、
東
欧
や

北
欧
に
お
い
て
も
一
七
世
紀
後
半
は
多
く
の
戦
争
が
起
き
て
お
り
、
一
六
四
八
年
は
こ
の
地
域
に
あ
っ
て
は
、
戦
争
の
時
代
の
始
ま
り
を

意
味
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ロ
シ
ア
の
戦
争

が
立
て
続
け
に
起
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
生
じ
た
多
く
の
戦
争
に
、
皇
帝
お
よ
び
帝
国
も
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お

り
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
帝
国
戦
争
の
宣
言
を
行
い
、
多
く
の
戦
争
に
直
接
的
に
関
与
し
た
。
ま
た
一
六
七
四
年
か
ら
七
八
年
の
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
戦
争
を
始
め
、
一
七
四
〇
年
か
ら
四
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
や
一
七
五
六
年
か
ら
六
三
年
の
七
年

戦
争
の
よ
う
に
、
帝
国
の
内
部
が
戦
場
と
な
る
戦
争
も
多
く
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
当
事
者
間
で
も

多
く
の
戦
争
が
生
じ
て
お
り
、
平
和
と
友
愛
が
こ
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
当
事
者
の
間
で
実
現
し
た
と
考

え
る
こ
と
と
は
難
し
い
。

一
方
、
宗
派
紛
争
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
規
定
は
、
結
果
的
に
は
確
か
に
成
果
を
収
め
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
一
六
四
八
年
以
降
、
周
知
の
よ
う
に
、
帝
国
に
あ
っ
て
は
宗
派
問
題
に
よ
る
大
規
模
な
紛
争
は
生
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
か
な
が

ら
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
規
定
が
実
際
に
各
地
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
ま
た
帝
国
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
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は
、
他
の
多
く
の
研
究
成
果
の
上
に
、
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

次
に
帝
国
国
制
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
帝
国
と
領
邦
の
関
係
と
い
う
部
分
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
部
分
で
注
目
す
べ
き
見

解
を
示
し
て
い
る
の
が
、
Ｊ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
宗
派
の
規
定
に
あ
っ
た
基
準
年
と
領
邦
君
主
の
改
宗
権
に

注
目
し
、
確
か
に
改
宗
権
は
従
前
通
り
に
領
邦
君
主
に
認
め
ら
れ
た
が
、
し
か
し
基
準
年
に
優
先
権
が
与
え
ら
れ
た
た
め
に
、
事
実
上
、

改
宗
権
は
意
味
を
失
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
が
詳
細
に
宗
派
に
関
す
る
規
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宗
派
を
め
ぐ

る
争
い
は
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
以
降
は
も
は
や
領
邦
レ
ベ
ル
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
帝
国
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
帝
国
権
力
の
強
化
で
あ
り
、
主
権
が
領
邦
に
認

め
ら
れ
た
と
す
る
伝
統
的
な
理
解
と
は
逆
に
、ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
よ
っ
て
領
邦
か
ら
帝
国
に
権
限
が
移
り
、

帝
国
権
力
が
強
化
さ
れ
た
と
評
価

30
）

す
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
は
宗
派
に
関
し
て
詳
細
に
規
定
し
、
そ
の
上
Ｉ
Ｐ
Ｏ
が
帝
国
法
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
宗
派
を
め
ぐ
る
問
題
は
帝
国
法
に
基
づ
い
て
、
帝
国
議
会
や
帝
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
点
に
、
帝
国
権
力
の

強
化
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
よ
っ
て
宗
派
に
関
し
て
は
、
領
邦
は
共
通
の
帝
国
法
の
下
で
秩
序
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
宗
派
の
争
い
は
帝
国
法
に
照
ら
し
て
平
和
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
点
は
、
一
五
五
五
年
の
宗
教
平
和
に
お
け
る

解
決
方
法
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

国
制
機
関
に
関
し
て
は
、
帝
国
議
会
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
、
二
つ
の
帝
国
裁
判
所
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
帝
国

議
会
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
帝
国
の
最
高
の
意
志
決
定
機
関
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
開
戦
お
よ
び
講
和
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
も
帝
国
議
会
に

お
け
る
帝
国
等
族
の
同
意
権
に
触
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
復
旧
お
よ
び
補
償
金
の
執
行
の
単
位
と
な
っ
て
お

り
、
ま
さ
に
帝
国
の
管
区
と
し
て
大
変
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
一
六
世
紀
以
来
、
帝
国
援
助
の
提
供
単
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位
と
し
て
、
各
ク
ラ
イ
ス
は
す
で
に
独
自
の
台
帳
を
作
成
し
て
お
り
、
補
償
金
の
提
供
単
位
と
し
て
は
申
し
分
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
帝

国
最
高
法
院
と
帝
国
宮
内
法
院
は
、
い
ず
れ
も
帝
国
の
最
高
裁
判
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
宗
派
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
帝
国

内
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
国
制
機
関
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
は
一
六
世

紀
以
来
の
体
制
が
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
帝
国
等
族
の
権
利
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は
ま
ず
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
を
帝
国
の
死
亡
診
断
書
と
理
解
し
、
帝
国
等
族
に
主

権
が
認
め
ら
れ
た
と
す
る
伝
統
的
な
理
解
を
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
伝
統
的
な
理
解
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
盟
権
とjus

 
territoriale

、jus territorii et superioritatis

で
あ
る
。

同
盟
権
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
八
条
が
規
定
し
て
い
る
が
、
帝
国
等
族
が
外
国
勢
力
を
含
め
て
同
盟
権
を
持
つ
こ
と
は
、
こ
の
Ｉ
Ｐ
Ｏ

が
初
め
て
で
は
な
く
、
古
く
は
一
二
世
紀
の
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
伝
統
的
な
権
利
で

31
）

あ
っ
た
。
こ
の
Ｉ
Ｐ
Ｏ

で
の
規
定
は
、
一
六
三
五
年
の
プ
ラ
ハ
和
約
で
こ
の
権
利
が
一
時
的
に
中
断
さ
れ
て
い
た
状
態
を
元
の
状
態
に
戻
す
こ
と
を
意
味
し
て

32
）

い
た
。
講
和
会
議
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
同
盟
権
の
留
保
条
項
（
帝
国
と
皇
帝
に
反
し
な
い
）
の
撤
廃
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
帝
国

等
族
は
一
致
し
て
こ
れ
に
反
対
し
た
。
こ
の
留
保
条
項
も
ま
た
伝
統
的
な
部
分
で
あ
り
、
帝
国
等
族
は
従
前
通
り
の
同
盟
権
の
再
確
認
を

Ｉ
Ｐ
Ｏ
で
企
図
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
六
四
八
年
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
の
外
交
に
お
い
て
は
、
皇
帝
の
み
が
帝
国

の
外
交
の
担
い
手
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
実
際
、
帝
国
等
族
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
行
動
す
る
場
合
、
そ
の
行
動
の
根
拠
を

Ｉ
Ｐ
Ｏ
で
認
め
ら
れ
た
同
盟
権
で
は
な
く
、
新
た
に
取
得
し
た
帝
国
の
外
の
王
位
に
言
及

33
）

し
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
の
プ
ロ
イ

セ
ン
王
位
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
位
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
選
帝
侯
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
が
ま
さ
に
こ
れ
に
該
当
す
る
。
同

盟
権
か
ら
対
外
的
主
権
を
類
推
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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一
方
、jus territoriale

は
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
八
条
一
項
に
、jus territorii et superioritatis

は
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
五
条
三
〇
項
に
出
て
く
る
言

葉
で
あ
る
。
ま
ずjus territoriale

が
出
て
く
る
第
八
条
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
帝
国
等
族
の
従
前
の
権
利
を
確
認
す
る
箇
所
で

あ
り
、
一
項
で
は
「
…
選
帝
侯
、
諸
侯
、
等
族
の
旧
く
か
ら
の
権
利
、
特
権
、
自
由
、
特
許
、
聖
俗
の
事
柄
に
お
け
るjus territoriale

の
自
由
な
行
使
…
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
のjus territoriale

は
、
こ
の
当
時
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
領
邦
君
主
が
伝
統
的
に
持
っ
て
い

る
権
利
の
総
称
で
あ
り
、
領
邦
高
権
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
代
の
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
で
こ
のjus territoriale

は
、

hohe L
andtsO

brigk
eit

と
訳

34
）

さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻
訳
で
はdroit de leur territoire

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、jus territorii

 
et superioritatis

は
こ
の
帝
国
等
族
の
従
前
の
権
利
を
規
定
す
る
第
八
条
で
は
な
く
、
第
五
条
三
〇
項
の
領
邦
や
都
市
に
お
け
る
宗
派

問
題
を
扱
う
部
分
に
表
れ
る
。
こ
の
部
分
の
同
時
代
の
ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
で
は
、Landts vund hohe O

brigk
eit

、Gerechtigk
eit der

 
L
andt =vnd O

berbottm
assigk

eit

と
訳
さ
れ
て

35
）

い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻
訳
で
は
該
当
部
分
の
訳
語
が
な
い
。superioritas

は
、
同

時
代
に
お
い
て
は
臣
民
に
対
す
る
オ
ー
プ
リ
ヒ
カ
イ
ト
を
意
味
し
て

36
）

お
り
、
そ
の
た
め
皇
帝
に
対
す
る
帝
国
等
族
の
権
利
を
規
定
し
た
八

条
で
は
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
ず
、
臣
民
に
対
す
る
領
邦
君
主
の
宗
派
問
題
上
の
権
利
を
規
定
し
た
第
五
条
で
は
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
同
項
の
内
容
は
Ｉ
Ｐ
Ｍ
第
四
七
条
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
お
い
て
宗
派
問
題
に
つ
い
て
皇
帝
と
帝
国

等
族
の
間
で
合
意
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
簡
略
化
し
た
文
言
で
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
五
条
の
内
容
全
般
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
Ｉ
Ｐ
Ｍ
第

四
七
条
の
条
文
中
にjus territorii et superioritatis

が
出
て
こ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
同
四
七
条
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻
訳
に
お
い
て
も

該
当
す
る
言
葉
は
な
い
。
一
方
、
他
にsuperioritas

が
使
わ
れ
て
い
る
条
文
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
帝
国
の
領
土
を
割
譲
す
る
Ｉ
Ｐ

Ｍ
の
条
文
が
該
当
す
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｍ
第
七
四
条
は
エ
ル
ザ
ス
を
フ
ラ
ン
ス
に
割
譲
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
中
でsuperioritas

が
使
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
同
時
代
の
ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
は
、S

uperioritet

、hochste O
brig =vnd H

errligk
eit

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
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語
の
翻
訳
は
、souveraine

で

37
）

あ
る
。
さ
ら
に
Ｉ
Ｐ
Ｍ
第
七
八
条
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
家
）
が
エ
ル
ザ
ス
等
の
地
域

で
有
し
て
い
た
権
利
等
を
放
棄
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
割
譲
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
部
分
で
もsuperioritas

が
使
わ
れ
、
こ
の
部
分
の

ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
はS

uperioritet

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻
訳
はS
ouverainete

で

38
）

あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｍ
第
七
四
条
お
よ
び
七
八
条
の

superioritas
は
、
エ
ル
ザ
ス
等
の
地
域
を
帝
国
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
割
譲
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
部
分
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
主
権
」
に
相
当

す
る
内
容
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
代
の
翻
訳
に
お
い
て
も
、superioritas

と
い
う
同
じ
言
葉
を
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
五
条
三
〇
項
と
Ｉ

Ｐ
Ｍ
第
七
四
・
七
八
条
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
単
純
に
言
葉
の
相
違
か
ら
の
み
考
え
る
こ
と
は
危
険
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
相
違

は
同
時
代
に
お
け
る
理
解
の
相
違
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
八
条
は
、
帝
国
等
族
の
伝
統
的
な
権
利
を
確
認
し
た
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
主
権
」
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
五
条
三
〇
項
は
、
帝
国
の
枠
組
み
の
中
に
お
け
る
領
邦
君
主
の
領
邦
内
に
対
す
る
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
も
「
主
権
」
に
相

当
す
る
権
利
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
お
け
る
帝
国
等
族
の
権
利
に
つ
い
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
基

本
的
に
従
前
の
権
利
が
確
認
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、「
主
権
」
が
認
め
ら
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

宗
派
問
題
の
最
終
処
理
の
権
限
が
帝
国
国
制
に
委
譲
さ
れ
た
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
帝
国
等
族
の
権
利
が
逆
に
一
部
制
限
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

皇
帝
権
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
は
規
定
上
明
確
に
皇
帝
に
新
し
い
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
も
、
ま
た
制
限
す
る
こ
と
も
行
っ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
つ
い
て
、
皇
帝
権
に
何
も
直
接
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
皇
帝
側
の
外
交
上
の
成
果
で
あ
り
、
一
七
世
紀
後
半
以
降

の
皇
帝
権
に
発
展
の
可
能
性
を
残
し
た
と
す
る
評
価
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
確
か
に
講
和
会
議
で
み
ら
れ
た
皇
帝
権
を
制
限
し

よ
う
と
す
る
動
き
を
背
景
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
ま
た
一
六
五
八
年
に
皇
帝
に
即
位
し
た
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
の
下
で
の
皇
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帝
権
の
復
興
を
視
野
に
入
れ
た
評
価
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
は
、
強
大
な
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
財
力
を
背

39
）

景
に
、

巧
み
な
皇
帝
政
策
で
皇
帝
権
の
復
興
を
果
た
す
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
帝
国
議
会
の
永
続
化
と
ル
イ
一
四
世
の
レ
ウ
ニ
オ

ン
政
策
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
帝
国
議
会
は
一
六
六
三
年
以
降
、
予
期
し
な
い
形
で
永
続
化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
永
続
化
し
た
原

因
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
で
規
定
さ
れ
た
皇
帝
の
永
久
選
挙
協
約
の
問
題
を
始
め
、
帝
国
議
会
に
解
決
が
持
ち
越
さ
れ
て
い
た
問
題
、
対
ト
ル
コ
戦

争
に
対
す
る
戦
費
お
よ
び
ル
イ
一
四
世
の
レ
ウ
ニ
オ
ン
政
策
に
対
す
る
処
置
な
ど
継
続
的
に
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
山
積
し

た
こ
と
で
あ
る
。
帝
国
議
会
で
は
皇
帝
の
伝
統
的
な
地
位
が
ま
さ
に
目
に
見
え
る
形
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
皇
帝
は
巧
み
な
身
分
上

昇
政
策
を
推
し
進
め
た
。
そ
の
上
、
ル
イ
一
四
世
が
引
き
起
こ
し
た
多
く
の
戦
争
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
一
七
条
五
項
が
規
定
し
て
い
る
条
約
擁

護
の
義
務
に
フ
ラ
ン
ス
王
が
違
反
し
て
い
る
と
映
り
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
敵
愾
心
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
五
項
は
「
取
り
決
め
ら
れ

た
講
和
は
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
そ
の
効
力
が
維
持
さ
れ
、
こ
の
和
議
の
締
結
者
全
員
が
、
こ
の
講
和
の
全
て
の
規
定
を
、
誰
に
対

し
て
も
ま
た
宗
派
の
相
違
な
く
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
し
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
締
結
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
王
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
お
よ
び
皇
帝
に
条
約
の
擁
護
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
い
わ
ゆ
る
保
証
国
の
規
定
と
言
わ
れ
て
い
る
部

分
で
あ
る
。
一
七
世
紀
後
半
に
あ
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
ま
さ
に
こ
の
義
務
を
果
た
さ
ず
、
逆
に
皇
帝
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の

擁
護
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
が
皇
帝
権
の
復
興

に
寄
与
し
た
と
言
え
な
く
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
以
降
の
状
勢
の
変
化
が
も
た
ら
し
た
可
能
性
で

あ
り
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
自
体
は
、
伝
統
的
な
皇
帝
の
地
位
を
維
持
す
る
色
彩
が
濃
厚
な
講
和
条
約
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
八
条
二
項
に
お
い
て
、
開
戦
、
講
和
条
約
締
結
、
同
盟
締
結
、
法
の
制
定
お
よ
び
課
税
・
徴
募
等
の
決
定
が
、
帝
国
議
会

の
同
意
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
皇
帝
の
行
動
の
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
列
挙
さ
れ
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た
案
件
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
帝
国
議
会
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
特
に
新
し
い
案
件
は
見
あ
た
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
初
め
て
同

項
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
帝
国
等
族
の
同
意
権
が
帝
国
法
上
明
確
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
帝
国
議
会
は
皇
帝
の

伝
統
的
な
権
威
を
可
視
的
に
表
現
で
き
る
場
で
も
あ
り
、
皇
帝
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
帝
国
議
会
対
策
と
い
う
も
の
が
、
内
政
に
お
い
て
も

外
交
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
性
を
増
し
た
の
で
あ
る
。

帝
国
国
制
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
は
最
後
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
第
八
条
三
項
で
最
寄
り
の
帝
国
議
会
に
移
管
し
た
未
解
決
な
問
題
に
触
れ
て
お

き
た
い
。
こ
の
問
題
の
中
で
特
に
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
皇
帝
の
永
久
選
挙
協
約
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

の
永
久
選
挙
協
約
は
一
七
一
一
年
に
草
案
が
作
成
さ
れ
た
が
、
最
終
的
な
承
認
に
い
た
ら
ず
実
現
し
な
か
っ
た
。
永
久
選
挙
協
約
の
問
題

に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
皇
帝
お
よ
び
選
帝
侯
に
対
す
る
帝
国
等
族
の
権
利
主
張
が
あ
る
。
永
久
選
挙
協
約
の
作
成
は
、
国

王
選
挙
の
度
に
選
挙
協
約
に
つ
い
て
国
王
と
独
占
的
に
協
議
す
る
選
帝
侯
の
伝
統
的
な
優
位
性
を
根
本
か
ら
脅
か
す
も
の
で
あ
り
、
選
帝

侯
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
選
帝
侯
が
持
つ
国
制
に
お
け
る
優
越
的
な
地
位
を
他
の
諸
侯
は
常
に
攻
撃
対
象
と

し
て
お
り
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
講
和
会
議
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
半
世
紀
に
も
及
ぶ
交
渉
に
も
か
か
わ
ら

ず
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
他
、
最
寄
り
の
帝
国
議
会
に
移
管
さ
れ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
い
ず
れ
も
一
七
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
や
ト
ル
コ
と
の
戦
争
に
多
く
の
時
間
を
割
か
れ
、
い
く
つ
か
具
体
的
な
成
果
に
達
し
た
も
の

が
あ
る
も
の
の
、
多
く
は
結
局
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
帝
国
の
体
制
を
変
革
す
る
こ
と
な
く
、
一
八
世
紀
以
降
の
時
代
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

最
後
に
宗
派
体
制
に
つ
い
て
。
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
宗
派
関
係
の
規
定
を
見
る
限
り
で
は
、
一
五
五
五
年
の
宗
教
平
和
に
お
い
て
不
明
確
な
点
を

可
能
な
限
り
取
り
除
き
、
ま
た
可
能
な
限
り
詳
細
な
規
定
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
派
紛
争
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
大
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規
模
な
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
派
体
制
と
い
う
点
で
は
、
基
準
年
と
宗
派
同
権
が
特
に
重
要
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
宗
派
を
め
ぐ
る
問
題
は
友
好
的
妥
協
な
い
し
は
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
規
定
さ
れ
て
お
り
、
Ａ
・

シ
ン
ド
リ
ン
グ
が
指
摘
す
る
よ

40
）

う
に
、
こ
こ
か
ら
帝
国
の
「
司
法
化
」（Juridifizierung

）
の
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

点
は
近
世
ド
イ
ツ
社
会
の
一
つ
の
重
要
な
特
色
で
あ
る
。
宗
派
問
題
で
一
六
四
八
年
当
時
最
も
切
迫
し
て
い
た
問
題
の
一
つ
が
、
プ
フ
ァ

ル
ツ
の
選
帝
侯
位
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
解
決
の
た
め
に
、
金
印
勅
書
以
来
お
よ
そ
三
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
七
つ
に
固
定
さ
れ
て
い
た
選

帝
侯
位
を
一
つ
増
や
す
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
派
の
争
い
の
危
険
を
可
能
な
限
り
摘
み

取
る
こ
と
は
、
帝
国
の
平
和
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
帝
国
の
存
続
に
と
っ
て
重
要
な
前
提
条
件
で
も
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る

紛
争
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
過
去
の
紛
争
を
忘
却
し
そ
し
て
赦
し
、
こ
れ
か
ら
の
紛
争
を
友
好
的
妥
協
と
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と

を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
、
基
本
的
に
は
ま
ず
、
三
十
年
戦
争
の
講
和
条
約
で
あ
り
、
戦
勝
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
へ
の
賠
償
と
そ
れ
に
関
連
す
る
ド
イ
ツ
国
内
の
領
域
の
変
更
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
三
十
年
戦
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
宗
派
の
争

い
を
今
後
防
止
す
る
た
め
に
詳
細
な
規
定
が
な
さ
れ
、
戦
争
の
苦
し
み
の
中
で
二
度
と
同
じ
過
ち
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
心
を
砕
い
た
。
帝

国
議
会
を
は
じ
め
と
す
る
国
制
機
関
の
再
編
あ
る
い
は
整
備
に
関
わ
る
規
定
も
こ
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
賠
償

と
平
和
の
確
立
を
柱
と
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｏ
は
、
基
本
的
に
、
伝
統
的
な
帝
国
の
体
制
を
再
確
認
す
る
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
ヴ
ェ
ス
ト
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フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
、
宗
派
問
題
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
解
決
策
を
除
け
ば
、
帝
国
国
制
に
関
し
て
は
伝
統
的
な
内
容
を
再
確
認
す
る
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
講
和
会
議
で
試
み
ら
れ
た
皇
帝
お
よ
び
選
帝
侯
の
権
利
の
制
限
な
ど
の
国
制
改
革
は
、
未
解
決
な
問

題
と
し
て
、
次
の
帝
国
議
会
に
移
管
さ
れ
て
お
り
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
い
わ
ば
妥
協
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
は
基
準
年
と
宗
派
同
権
の
原
則
に
よ
っ
て
、
多
宗
派
が
併
存
す
る
社
会
を
も
た
ら
し
、
宗
派
問
題
を
世
俗
的

お
よ
び
法
的
に
解
決
す
る
道
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
派
問
題
の
脱
政
治
化
へ
の
決
定
的
な
端
緒
と
な
っ
た
。
宗
派
問
題
は
、
常
に

他
の
争
い
と
結
び
つ
き
、
大
き
な
爆
発
力
を
持
つ
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
争
い
の
温
床
を
取
り
除
く
こ
と
に
一
歩
踏
み
出
し
た
の
で
あ

る
。一

六
四
八
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
は
、
伝
統
的
な
歴
史
観
に
お
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
帝
国
の
死
亡
診
断

書
」と
し
て
中
世
後
期
以
降
の
帝
国
の
衰
退
を
決
定
づ
け
る
出
来
事
と
し
て
、
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
一
つ
の
区
切
り
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

他
方
、
近
世
の
帝
国
を
積
極
的
に
評
価
す
る
近
年
の
研
究
動
向
に
あ
っ
て
も
、
従
来
と
は
逆
の
方
向
で
は
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
条
約
の
意
義
を
高
く
評
価
し
、
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー

レ
ン
条
約
に
よ
っ
て
帝
国
と
い
う
枠
組
み
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
ま
れ
、
現
在
に
つ
な
が
る
ド

イ
ツ
の
連
邦
制
的
な
あ
り
方
の
原
型
を
見
て
い
る
。
ま
た
Ｊ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、「
二
重
国
家
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
帝
国
と
領

邦
の
両
者
の
密
接
な
関
係
か
ら
な
る
政
治
体
制
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
今
日
に
い
た
る
ド
イ
ツ

の
政
治
体
制
、
あ
る
い
は
ま
た
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
Ｅ
Ｕ
と
の
関
連
の
中
で
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
ド
イ
ツ

史
の
流
れ
を
一
九
〜
二
〇
世
紀
の
国
民
国
家
を
基
軸
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、そ
れ
以
前
の
連
邦
的
体
制
に
基
軸
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、

ナ
チ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
ド
イ
ツ
特
有
の
道
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
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も
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
わ
が
国
で
も
渋
谷
聡
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て

41
）

い
る
。

し
か
し
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
内
容
は
伝
統
的
な
帝
国
の
体
制
の
再
確
認
の
域
を
超
え
て
お
ら
ず
、
基
本
的
に
は
賠
償

と
宗
教
平
和
を
規
定
す
る
文
書
で
あ
る
。
こ
の
中
に
帝
国
の
政
治
体
制
を
新
た
に
規
定
す
る
条
文
は
存
在
せ
ず
、
帝
国
の
根
幹
に
関
わ
る

多
く
の
改
革
は
先
送
り
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
基
本
的
に
は
一
五
五
五
年
体
制
を
維
持
す
る
内
容
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
帝
国
は
依
然

と
し
て
皇
帝
お
よ
び
帝
国
諸
機
関
の
下
で
、
身
分
制
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
、
軍
事
的
、
経
済
的
、
政
治
的
に
も
不
均
質
な
帝
国
等
族
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
政
治
的
体
制
を
連
邦
制
的
な
体
制
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
近
代
的
な
主
権
概
念
の
下
で
整
理
さ
れ
る

連
邦
制
で
は
な
く
、
近
代
的
主
権
と
は
異
な
る
次
元
で
構
成
さ
れ
る
連
邦
制
的
な
体
制
で
あ
る
。
一
六
四
八
年
以
降
の
帝
国
政
治
の
中
で
、

ま
ず
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
よ
っ
て
帝
国
議
会
に
移
管
さ
れ
た
「
未
解
決
な
問
題
」
の
処
理
が
焦
眉
の
問
題
で
あ
り
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
お
い
て
も
帝
国
国
制

の
中
心
機
関
と
認
め
ら
れ
た
帝
国
議
会
が
そ
の
際
重
要
な
鍵
を
握
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
七
世
紀
後
半
以
降
の
帝
国
政
治

の
中
で
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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例
え
ば
「
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
平
和
の
車
」
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
版
画
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
六
四
八
年
に
皇
帝
の
主
席
顧
問
官
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン

条
約
締
結
後
に
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
作
ら
せ
た
も
の
で
あ
り
、
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
馬
車
に
乗
る
人
物
は
平
和
を
象
徴
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は

p
a
x o
p
tim
a reru

m

（
平
和
は
全
て
の
中
で
最
高
な
も
の
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
馬
車
を
引
く
四
頭
の
馬
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
皇
帝
・

ス
ペ
イ
ン
を
表
し
て
い
る
。K

.
B
u
ß
m
a
n
n
/H
.
S
ch
illin
g
(H
g
.),
1648:

K
rieg u

n
d F
ried
en in E

u
ro
p
a
,
M
u
n
ster /O

sn
a
b
ru
ck 24.10.1998

17.

01.1999

﹇K
a
ta
lo
g zu

r 26.
E
u
ro
p
a
ra
tsa
u
sstellu

n
g

﹈,S
.225.

６
）

こ
のA

cta P
a
cis W

estp
h
a
lica
e

の
現
在
の
刊
行
状
況
等
に
つ
い
て
は
、M

.L
a
n
zin
n
er,D

ie
“A
cta P

a
cis W

estp
h
a
lica
e”
(A
P
W
)
seit d

em
 

G
ed
en
k
ja
h
r 1998,

(in
):I.S

ch
m
id
t-V
o
g
es,S

.W
estp
h
a
l,V
.A
rn
k
e u
.T
.B
a
rtk
e
(H
g
.),P
a
x p
erp
etu
a
,M
u
n
ch
en 2010

参
照
。
同
書
の
六

九
〜
七
二
頁
に
は
既
刊
の
Ａ
Ｐ
Ｗ
の
一
覧
が
あ
る
。

７
）

K
.
B
u
ß
m
a
n
n
/H
.
S
ch
illin
g
(H
g
.),
1648:

K
rieg u

n
d F
ried
en in E

u
ro
p
a
,
M
u
n
ster /O

sn
a
b
ru
ck 24.10.1998

17.01.1999

﹇K
a
ta
lo
g zu
r

 
26.
E
u
ro
p
a
ra
tsa
u
sstellu

n
g

﹈.

８
）

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、H

.D
u
ch
h
a
rd
t
(H
g
.),
D
er W

estfa
lisch

e
 
F
ried
e.
D
ip
lo
m
a
tie

｜p
o
litisch

e
 
Z
a
su
r

｜k
u
ltu
relles U

m
feld

｜R
ezep

tio
n
sg
esch

ich
te,M

u
n
ch
en 1998
が
あ
る
。
同
書
は
、
五
章
構
成
（
一
章：

同
時
代
の
出
来
事
し
て
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
、
二
章：

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
勢
力
、
三
章：

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
と
帝
国
、
四
章：

戦
争
と
平
和
｜
一
七
世
紀
の
軍
制
に
つ
い
て
、

五
章：

文
化
的
環
境
と
受
容
の
歴
史
）
で
、
計
三
九
本
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

９
）

H
.D
u
ch
h
a
rd
t,
D
er W

estfa
lisch

e F
ried
e

｜n
eu
e A
n
sa
tze d

er F
o
rsch
u
n
g im

 
k
ritisch

en R
u
ck
b
lick
,
(in
):
I.S
ch
m
id
t-V
o
g
es,
S
.

W
estp
h
a
l,
V
.A
rn
k
e u
.T
.B
a
rtk
e
(H
g
.),
P
a
x p
erp
etu
a
,
M
u
n
ch
en 2010,

S
.26.

10
）

F
.D
ick
m
a
n
n
,
D
er W

estfa
lisch

e F
ried
en
,
M
u
n
ster 1959.

11
）

Ｉ
Ｐ
Ｏ
と
Ｉ
Ｐ
Ｍ
い
ず
れ
も
史
料
と
し
て
は
、A

cta P
a
cis W

estp
h
a
lica
e,S
erie III A

b
t.B
,B
d
.1,M

u
n
ster 1998

を
利
用
す
る
。
以
下
、
本
文

で
言
及
す
る
条
文
お
よ
び
項
目
番
号
は
い
ず
れ
も
こ
の
Ａ
Ｐ
Ｗ
に
基
づ
く
。

12
）

Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
全
体
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
前
文
、
第
一
条：

平
和
と
友
愛
の
回
復
、
第
二
条：

損
害
と
敵
対
行
為
の
忘
却
と
赦
し
、
第
三
条：

一

般
的
復
旧
（
二
項
）、
第
四
条：

帝
国
等
族
の
個
別
的
復
旧
（
五
七
項
）、
第
五
条：
帝
国
に
お
け
る
宗
派
体
制
（
五
八
項
）、
第
六
条：

都
市
バ
ー
ゼ
ル
と
ス
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イ
ス
諸
邦
の
帝
国
か
ら
の
離
脱
、
第
七
条：

改
革
派
の
権
利
の
保
障
（
二
項
）、
第
八
条：

帝
国
の
政
治
体
制
の
復
興
（
五
項
）、
第
九
条：

商
業
の
復
興
（
二

項
）、
第
一
〇
条：

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
対
す
る
補
償
（
一
六
項
）、
第
一
一
条：

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
へ
の
補
償
（
一
四
項
）、
第
一
二
条：

メ
ク
レ
ン

ブ
ル
ク
大
公
家
へ
の
補
償
（
四
項
）、
第
一
三
条：

ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
｜
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
家
へ
の
補
償
（
一
四
項
）、
第
一
四
条：

マ
グ
デ
ブ
ル
ク

大
司
教
領
か
ら
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
へ
の
補
償
（
三
項
）、
第
一
五
条：

ヘ
ッ
セ
ン
｜
カ
ッ
セ
ル
へ
の
補
償
（
一
五
項
）、
第
一
六
条：

本
条
約
に
関

す
る
義
務
の
履
行
（
二
〇
項
）、
第
一
七
条：

講
和
条
約
の
法
的
効
力
（
一
二
項
）。

13
）

a
m
n
estia

は
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
全
体
で
一
四
回
使
わ
れ
て
い
る
。a
m
n
estia

は
、
現
在
で
は「
恩
赦
」と
訳
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
Ｉ
Ｐ
Ｏ

の
内
容
に
則
し
て
「
赦
し
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
た
。
な
お
Ｉ
Ｐ
Ｏ
のa

m
n
estia

の
訳
語
と
し
て
は
他
に
「
忘
却
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史
史
料
五
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
成
立
と
膨
張
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三
二
〇
頁
。
こ
のa

m
n
estia

と
い
う
言
葉
の
歴

史
お
よ
び
語
義
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ル
ク
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
、
佐
久
間
弘
展
・
高
津
秀
之
訳
「
中
・
近
世
の
戦
争
責
任
と
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
」、
歴
史
学
研
究
会
編
『
戦

争
と
平
和
の
中
近
世
史
』、
二
〇
〇
一
年
、
青
木
書
店
参
照
。
こ
の
フ
ィ
ッ
シ
ュ
論
文
に
よ
れ
ば
、a

m
n
estia

に
は
忘
却
・
赦
免
・
破
棄
の
意
味
合
い
が
含
ま

れ
て
い
た
が
、
次
第
に
忘
却
と
い
う
意
味
が
主
流
と
な
り
、
一
八
世
紀
中
頃
以
降
は
、
赦
免
や
破
棄
の
意
味
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
Ｉ
Ｐ
Ｏ
で
は
、o

b
liv
io

（
忘
却
）
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
前
述
の
よ
う
に
「
赦
し
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
た
。

14
）

金
印
勅
書
は
、
俗
人
選
帝
侯
の
相
続
規
定
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
選
帝
侯
位
の
分
割
を
防
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
選
帝
侯
位
の
増
減
に
つ
い

て
は
特
に
規
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
三
項
に
お
い
て
従
来
の
プ
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
の
権
利
等
は
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
が
享
受
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
た
が
、

金
印
勅
書
第
五
条
で
規
定
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
法
地
域
に
お
け
る
帝
国
代
理
職
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
両
家
で
争
い
に
な
り
、
お
よ
そ
は
百
年
後
の
一
七
四

五
年
に
よ
う
や
く
両
家
の
調
停
に
よ
り
、
交
互
に
勤
め
る
こ
と
で
決
着
を
見
て
い
る
。K

.Z
eu
m
er,
Q
u
ellen

sa
m
m
lu
n
g zu

r G
esch

ich
te d
er d
eu
t-

sch
en R

eich
sv
erfa
ssu
n
g
,
B
d
.2,
(N
eu
d
ru
ck
n 1913),

N
r.210,

505ff.

15
）

こ
の
他
に
一
二
項
で
不
上
訴
特
権
、
一
三
項
で
大
学
の
設
置
の
許
可
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

16
）

同
盟
権
が
一
二
世
紀
以
来
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
伝
統
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
有
名
な
論
文
が
あ
る
。E

-W
.

B
o
ck
en
fo
rd
e,
D
er w

estfa
lisch

e F
ried
en u
n
d d
a
s B
u
n
d
n
isrech

t d
er R

eich
ssta
n
d
e,
in
:
D
er S
ta
a
t 8
(1969).

ま
た
、
一
三
五
六
年
の
金
印

勅
書
の
第
一
五
条
、
一
四
九
五
年
の
平
和
と
法
の
司
掌
の
第
七
条
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

17
）

両
会
議
分
離
（itio in p

a
rtes

）
に
つ
い
て
は
、M

.
H
eck
el,
Itio in p

a
rtes:

Z
u
r R
elig
io
n
sv
erfa
ssu
n
g d
es H

eilig
en R

o
m
isch
en R

eich
es
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D
eu
tsch
er N

a
tio
n
,
(in
)
Z
R
G
,
K
a
n
.A
b
t.95

(1978)

参
照
。

18
）

ス
イ
ス
条
項
に
つ
い
て
は
、
柳
澤
伸
一
「
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
ス
イ
ス
条
項
」『
西
南
女
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
四
八
号
（
二
〇
〇
一
）
参
照
。

19
）

A
P
W
,
III-B

,
B
d
.1 /1,

S
.182

185.

20
）

J.
J.
S
ch
m
a
u
ss,
C
o
rp
u
s Ju
ris P

u
b
lici,

L
eib
zig 1794,

N
a
ch
d
ru
ck H

ild
esh
eim
 
1973,

S
.849

852.

21
）

J.
J.
S
ch
m
a
u
ss,
C
o
rp
u
s Ju
ris P

u
b
lici,

L
eib
zig 1794,

N
a
ch
d
ru
ck H

ild
esh
eim
 
1973,

S
.853f.

22
）

第
二
期
の
為
替
で
支
払
う
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
一
二
〇
万
帝
国
タ
ー
ラ
ー
の
支
払
期
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
九
項
を
見
る
限
り
判
然
と
し
な
い
。

23
）

J.
J.
S
ch
m
a
u
ss,
C
o
rp
u
s Ju
ris P

u
b
lici,

L
eib
zig 1794,

N
a
ch
d
ru
ck H

ild
esh
eim
 
1973,

S
.854

876.

24
）

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
執
行
会
議
に
つ
い
て
、
オ
シ
ュ
マ
ン
の
研
究
が
詳
し
い
。A

.
O
sch
m
a
n
n
,
D
er N

u
rn
b
erg
er E

x
ek
u
tio
n
sta
g
 
1649

1650,

M
u
n
ster 1991.

同
書
の
六
三
九
頁
に
は
補
償
金
の
支
払
い
の
一
覧
表
が
あ
る
。

25
）

J.
J.
S
ch
m
a
u
ss,
C
o
rp
u
s Ju
ris P

u
b
lici,

L
eib
zig 1794,

N
a
ch
d
ru
ck H

ild
esh
eim
 
1973,

S
.957

958.

26
）

A
.
B
u
sch
m
a
n
n
,
K
a
iser u

n
d R
eich
,
T
eil II,

B
a
d
en
-B
a
d
en 1994,

S
.276

278.

27
）

選
挙
協
約
の
第
二
条
三
項
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。J.

J.S
ch
m
a
u
ss,C

o
rp
u
s Ju
ris P

u
b
lici,L

eib
zig 1794,N

a
ch
d
ru
ck H

ild
esh
eim
 
1973,S

.

1574f.

28
）

A
.
B
u
sch
m
a
n
n
,
K
a
iser u

n
d R
eich
,
T
eil II,

B
a
d
en
-B
a
d
en 1994,

S
.370.

29
）

A
.
B
u
sch
m
a
n
n
,
D
ie B

ed
eu
tu
n
g d
es W

estfa
lisch

en F
ried
en
s fu
r d
ie R

eich
sv
erfa
ssu
n
g n
a
ch 1648,

in
:
M
.S
ch
ro
d
er
(H
g
.),
350

 
Ja
h
re W

estfa
lisch

er F
ried
e,
S
.55.

30
）

Jo
h
a
n
n
es B

u
rk
h
a
rd
t,
D
er W

estfa
lisch

e F
ried
e u
n
d
 
d
ie L

eg
en
d
e v
o
n
 
d
er la

n
d
esh
errlich

en
 
S
o
u
v
era
n
ita
t,
in
:
L
a
n
d
es-u
n
d

 
R
eich
sg
esch

ich
te,
2004,

S
.216f.

31
）

こ
の
同
盟
権
を
伝
統
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
研
究
と
し
て
は
、
註
13
で
あ
げ
た
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
論
文
（E

-W
.B
o
ck
en
fo
rd
e,
D
er

 
W
estfa

lisch
e F
ried
e u
n
d d
a
s B
u
n
d
n
isrech

t d
er R

eich
ssta
n
d
e,
in
:
D
er S
ta
a
t,
8 1969

）
が
あ
る
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
確
か
に
同
盟
権
を

ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
解
明
し
た
が
、
し
か
し
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
こ
の
同
盟
権
が
、
一
六
四
八
年
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ま
で
と
は
別
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
人
的
結
合
国
家
の
段
階
に
あ
る
時
の
同
盟
権
と
一
六
四
八
年
の
よ
う
に
領
域

― ―167

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



的
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
国
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
時
と
で
は
意
味
が
異
な
る
と
考
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
同
盟
権
と
領
邦
高
権
を
結

び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
論
文
四
五
六
頁
で
「
領
邦
高
権
と
同
盟
権
は
一
緒
に
な
っ
て
は
じ
め
て
国
家
性
の
基
礎
を
領
邦
に
作

り
、
領
邦
に
国
家
へ
の
道
を
開
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

32
）

J.
B
u
rk
h
a
rd
t,
D
er W

estfa
lisch

e F
ried
e u
n
d d
ie L
eg
en
d
e v
o
n d
er la

n
d
esh
errlich

en S
o
u
v
era
n
ita
t,
in
:
L
a
n
d
es-u
n
d R
eich
sg
e-

sch
ich
te,
2004,

S
.211.

33
）

D
ers.,

S
.212.

34
）

A
P
W
,
III-B

,
B
d
.1 /2,

368f.

35
）

A
P
W
,
III-B

,
B
d
.1 /2.

318f.

36
）

J.
B
u
rk
h
a
rd
t,
D
er W

estfa
lisch

e F
ried
e u
n
d d
ie L
eg
en
d
e v
o
n d
er la

n
d
esh
errlich

en S
o
u
v
era
n
ita
t,
in
:
L
a
n
d
es-u
n
d R
eich
sg
e-

sch
ich
te,
2004,

S
.214.

37
）

A
P
W
,
III-B

,
B
d
.1 /2,

596f.

38
）

A
P
W
,
III-B

,
B
d
.1 /2,

600f.

39
）

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
お
い
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
エ
ル
ザ
ス
な
ど
を
フ
ラ
ン
ス
に
割
譲
し
た
が
、
そ
の
他
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ー
メ
ン
、

メ
ー
レ
ン
や
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
に
対
す
る
支
配
は
何
ら
制
限
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
代
表
す
る
強
大
な
家
門
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
一
六
四
八

年
以
降
の
皇
帝
位
の
維
持
や
そ
の
活
動
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。C

.K
a
m
p
m
a
n
n
,
E
u
ro
p
a u
n
d d
a
s R
eich im

 
D
reissig

ja
h
rig
en K

rieg
,
S
tu
tt-

g
a
rt 2008,

171ff.

40
）

A
.S
ch
in
d
lin
g
,
D
a
s H
eilig

e R
o
m
isch
e R
eich a

ls F
ried
en
so
rd
n
u
n
g
?
in
:
R
.G
.A
sch
/W
.E
.V
o
ß
/M
.W
red
e
(H
g
.),
F
ried
en u

n
d

 
K
rieg in d

er F
ru
h
en N

eu
zeit.

D
ie eu

ro
p
a
isch
e S
ta
a
ten
o
rd
n
u
n
g u
n
d d
ie a
u
ß
ereu

ro
p
a
isch
e W
elt,
2001,

273ff.

41
）

渋
谷
聡
「
近
世
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
｜

近
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
国
家
・
国
民
」
意
識
に
寄
せ
て
｜

、『
史
林
』
八
九
巻
一
号
、

二
〇
〇
六
年
。
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一
六
四
八
年
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
関
す
る
一
試
論


